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一
三
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は
じ
め
に

　
　

兵
部
大
輔
大
村
益
次
郎
が
死
去
し
た
の
は
、
明
治
二
年
一
一
月
五
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
兵
部
省
で
は
し
ば
ら
く
彼
の
後
任
を
欠
き
、

前
原
一
誠
が
大
村
の
後
を
襲
っ
た
の
は
同
年
一
二
月
三
日
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
、
兵
部
省
で
は
大
村
の
﹁
門
弟
﹂
た
る
大
丞

山
田
顕
義
を
中
心
と
し
て
大
村
の
遺
作
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
、
一
一
月
一
八
日
﹁
故
大
村
大
輔
軍
務
前
途
の
大
綱
﹂
と
し
て
上
申
さ
れ
た
。

そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

一
、
今
般
大
阪
に
於
て
海
陸
軍
練
兵
所
並
に
兵
学
寮
御
取
立
相
成
度
候
事
。

大
阪
は
所
謂
海
陸
四
達
の
要
地
に
し
て
皇
国
の
中
央
に
位
す
。
四
方
の
変
に
応
じ
易
し
。
故
に
軍
務
の
根
本
た
る
学
校
等
を
立
る
、

此
の
地
を
以
最
上
と
す
。
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（
一
一
一
四
）

　
　

第
一　

兵
部
省
役
庁
を
建
設
す
べ
き
事
。

　
　

第
二　

海
陸
兵
学
寮
を
造
営
す
べ
き
事
。

　
　
　
　
　
　

兵
備
の
精
粗
は
士
官
の
良
否
に
よ
れ
り
。
故
に
人
材
を
教
育
す
る
を
以
て
最
も
先
務
と
す
。

　
　

第
三　

陸
軍
の
屯
所
を
建
設
す
べ
き
事
。

　
　
　
　
　
　

兵
士
無
け
れ
ば
操
練
の
実
技
挙
ら
れ
ば
也
。

　
　

第
四　

砲
銃
火
薬
製
造
局
を
置
く
べ
き
事
。

　
　
　
　
　
　

天
下
の
砲
器
火
薬
方
今
外
国
よ
り
償
求
す
。
是
尤
も
兵
法
の
忌
む
所
也
。
速
に
国
内
に
於
て
製
造
せ
ん
こ
と
を
要
す
。

　
　

第
五　

軍
医
院
を
設
置
く
べ
き
事
。

　
　
　
　
　
　

是
又
海
陸
軍
共
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
。
但
し
即
今
同
府
大
病
院
よ
り
兼
し
む
べ
し
。

　
　
　
　
　
　

右
の
条
々
何
れ
も
府
城
内
外
に
造
営
せ
ん
こ
と
を
要
す
。
但
し
、
火
薬
製
造
所
は
予
め
山
城
国
宇
治
に
決
す
。

　

一
、
屯
所
は
、
当
時
銃
兵
の
一
大
隊
の
造
営
成
就
す
る
を
以
て
過
日
既
に
京
都
河
東
精
兵
凡
百
人
繰
込
置
け
り
。
不
日
兵
隊
を
入
れ
、
右

兵
士
を
し
て
教
授
せ
し
む
。

　

一
、
兵
学
寮
造
営
並
鋳
造
火
薬
製
造
所
病
院
等
造
営
に
及
ぶ
べ
し
。
総
て
軍
艦
一
艘
摂
海
へ
繋
ぎ
洋
人
を
雇
入
、
之
れ
を
以
て
海
軍
の
初

業
と
す
。

　
　

右
、
何
れ
も
洋
人
を
雇
入
る
べ
し
。

以
上
、
故
大
村
兵
部
大
輔
前
途
の
大
綱
に
候
。
就
て
は
省
中
何
れ
も
右
の
目
途
に
候
間
、
何
卒
御
評
決
相
成
度
と
奉
懇
願
候
。
猶
委
細
は

河
田
兵
部
大
丞
船
越
兵
部
権
大
丞
よ
り
可
及
言
上
候
。
以
上（

1
）。
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山
田
は
上
申
に
先
立
つ
同
月
八
日
、
こ
れ
を
木
戸
孝
允
に
も
見
せ
彼
の
同
意
を
得
て
い
る（

2
）が

、
こ
れ
を
見
る
と
、
先
ず
も
っ
て
、
大
村
及

び
そ
の
後
継
者
た
ち
が
大
阪
を
軍
事
の
中
心
地
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
な
ぜ
東
京
で
は
な
く
大
阪
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、﹃
大
村
益
次
郎
先
生
事
蹟
﹄
や
﹃
曾
我
祐
準
翁
自
叙
伝
﹄
な
ど
に
お
い
て
当
時
の
兵
部
省
関
係
者
に
よ

る
い
く
つ
か
の
証
言
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
村
が
﹁
大
阪
は
、
警
備
も
宜
し
海
の
便
利
も
あ
る
、
所
で
是
か
ら
ど
う
し
て
も
外
国
と
対
立
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
さ
う
す
る
と
兵
の
養
成
所
、
そ
の
他
総
て
器
械
の
製
作
所
、
即
ち
仕
入
場
を
此
東
京
の
主
権
の
下
に
置
く
の
は

甚
だ
宜
し
く
な
い
、
そ
れ
が
第
一
の
理
由
で
あ
る
、
戦
争
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
必
ず
主
権
の
下
に
や
つ
て
来
る
さ
う
す
る
と
、
万
一
に

も
仕
入
場
ま
で
毀
さ
れ
る
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
て
は
、
取
返
し
が
つ
か
ぬ
、
そ
れ
ゆ
へ
仕
入
場
は
他
に
置
て
、
続
々
仕
入
れ
る
こ
と
が
出
来

る
か
ら
仕
入
れ
て
は
東
京
へ
出
す
と
云
ふ
こ
と
に
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
斯
云
ふ
私
の
考
で
あ
る（

3
）﹂

と
、
対
外
的
な
国
内
防
衛
の
観

点
か
ら
の
理
由
が
第
一
に
挙
げ
て
い
た
と
あ
る
。
彼
は
、
盟
友
で
あ
っ
た
木
戸
孝
允
と
と
も
に
、
弱
肉
強
食
の
世
界
情
勢
の
中
で
欧
米
列
強

に
並
立
で
き
る
国
家
の
建
設
を
政
治
目
標
と
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
彼
ら
に
特
有
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
両
者
の
政
治
構
想
は

そ
れ
を
起
点
に
目
的
合
理
主
義
的
に
展
開
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る（

4
）。

大
村
が
軍
事
の
中
心
地
と
し
て
東
京
を
避
け
て
大
阪
を
選
ん
だ
の
も
そ

の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
解
釈
さ
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
そ
れ
と
は
別
に
大
阪
城
は
こ
の
と
き
兵
部
省
の
管
轄
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、﹁﹃
大
阪
に
は
大
阪
城
が
あ
る
か
ら
、
周
囲
の
囲

ひ
だ
け
は
出
来
て
居
る
、
そ
れ
を
利
用
し
て
、
大
阪
城
の
中
へ
学
校
を
建
て
て
、
そ
れ
か
ら
兵
隊
の
方
を
拵
へ
る（

5
）﹂

こ
と
が
で
き
る
と
い
っ

た
便
宜
上
の
理
由
も
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
の
直
接
の
動
機
と
す
れ
ば
、
大
村
が
﹁
東
京
へ
は
天
下
の
豪
い
奴
が
皆
集
ま
つ
て
来
る
、
幕
府
の
時
で
す
ら
さ
う
で
あ

る
か
ら
、
況
ん
や
是
か
ら
は
必
ず
色
々
な
人
が
集
ま
つ
て
来
る
、
さ
う
す
る
と
何
か
新
し
い
事
を
す
る
度
に
、
何
と
か
彼
と
か
論
が
起
こ
り
、

　
（
一
一
一
五
）
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遂
に
そ
の
事
は
仕
上
げ
ぬ
中
に
崩
し
て
仕
舞
う
や
う
な
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
で
は
不
可
ん（

6
）﹂

と
述
べ
た
と
い
う
よ
う
に
、
明
治
二
年
六
月
の

大
久
保
利
通
と
の
兵
制
論
争
で
苦
汁
を
な
め
た
経
験
か
ら
、
新
た
な
施
策
に
対
す
る
大
久
保
ら
か
ら
の
妨
害
を
避
け
た
と
い
う
事
情
が
大
き

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
以
外
に
も
よ
く
引
用
さ
れ
る
関
係
者
の
回
顧
談
に
は
、﹁
東
北
平
定
後
、
吾
々
同
僚
間
で
も
奥
羽
在
勤
者
と
の
往
復
す
る
書
簡
に
も
、

奥
羽
は
古
来
王
化
に
潤
は
ず
、
今
後
最
も
注
意
す
べ
き
地
方
な
り
抔
能
書
い
た
が
、
大
村
大
輔
は
之
を
見
て
笑
つ
て
、
奥
羽
は
今
十
年
や
二

十
年
頭
を
擡
ぐ
る
気
遣
は
な
い
。
今
後
注
意
す
べ
き
は
西
で
あ
る
と
云
は
れ
た
。
又
大
輔
が
船
越
大
丞
に
遺
言
さ
れ
た
内
に
四
斤
砲
を
沢
山

密
か
に
製
造
し
置
け
と
あ
り
し
と
聞
く
。
英
雄
の
兵
略
眼
は
亦
た
格
別
で
、
十
年
前
か
ら
西
南
役
を
見
透
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
よ
う
で

あ
る（

7
）。﹂

と
、
大
村
が
西
南
雄
藩
の
反
政
府
的
な
動
向
を
危
険
視
し
て
い
た
と
い
っ
た
こ
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
大
村
は
生
前
、
政
権
内
対
立
を
直
接
の
契
機
に
、
万
国
対
峙
と
い
う
﹁
一
新
之
名
義（

8
）﹂

を
最
大
の
眼
目
に
据
え
て
大
阪
を

軍
制
改
革
の
拠
点
に
し
た
と
い
え
る
。
大
村
の
死
後
、
山
県
有
朋
が
明
治
三
年
八
月
二
八
日
に
兵
部
少
輔
に
就
任
し
た
後
本
格
的
に
兵
部
省

を
主
導
す
る
ま
で
の
時
期
は
、﹁
薩
長
の
軋
轢
、
進
歩
と
保
守
の
対
立
が
あ
っ
て
省
務
は
捗
ら
な
か
っ
た（

9
）﹂

な
ど
、
従
来
、
軍
制
改
革
の
停

滞
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と（

10
）が

一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
治
二
年
付
（
月
日
不
詳
）
岩
倉
具
視
宛
三
条
実
美
書
簡
に
﹁
大
村
没
古
致
候
上
は

一
日
も
代
任
の
者
不
可
欠
御
急
務（

11
）﹂

と
あ
る
よ
う
に
、
政
権
基
盤
が
未
だ
脆
弱
な
明
治
政
府
に
お
い
て
軍
制
改
革
推
進
の
必
要
は
政
府
当
局

者
に
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
山
田
ら
﹁
遺
策
遂
行
連（

12
）﹂

に
よ
っ
て
大
村
の
遺
策
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
か
と
い
う

点
に
着
目
し
、﹁
大
綱
﹂
中
、
こ
こ
で
は
特
に
生
前
の
大
村
が
心
血
を
注
い
で
い
た
大
阪
兵
学
寮
の
建
設
を
中
心
に
、
陸
軍
創
業
の
実
相
を

み
て
い
き
た
い
。

　
（
一
一
一
六
）
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の
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立

　

大
村
益
次
郎
や
そ
の
後
継
者
に
よ
る
兵
部
省
の
大
阪
拠
点
化
は
明
治
二
年
の
六
月
よ
り
本
格
化
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
廟
堂
に
お
い
て
大

村
と
大
久
保
と
の
熾
烈
な
兵
制
論
争
が
展
開
さ
れ
て
い
た（

13
）時

期
に
あ
た
る
。
同
月
一
五
日
、
兵
部
省
は
﹁
此
度
軍
務
官
大
坂
表
へ
出
張
候
に

付
、
於
東
京
自
軍
務
官
行
政
官
へ
届
済
に
相
成
候
間
、
即
別
紙
の
通
匆
々
大
坂
府
へ
御
達
に
相
成
候
様
御
運
可
被
下
候（

14
）。﹂

と
弁
官
に
掛
け

合
い
、
同
月
中
に
軍
務
官
の
大
阪
出
張
所
の
設
置
が
実
現
し
た
。
七
月
に
兵
部
省
大
阪
出
張
所
と
改
め
ら
れ
た
そ
れ
を
中
心
と
し
て
、
以
後
、

兵
学
寮
の
建
設
を
初
め
と
す
る
軍
務
の
様
々
な
事
業
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

沿
革
的
に
見
る
と
、
大
阪
兵
学
寮
の
建
設
は
、
各
地
に
置
か
れ
て
い
た
各
種
軍
学
校
を
合
併
す
る
形
で
推
進
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
内
最
初

の
も
の
は
、
明
治
元
年
に
設
置
さ
れ
た
京
都
兵
学
校
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
同
年
七
月
二
八
日
に
﹁
大
学
校
御
取
建
被
遊
、
天
下
之
才
を
集
め
、

文
武
と
も
盛
に
被
為
興
度
、
思
召
に
候
処
、
方
今
御
多
事
之
折
柄
に
而
、
未
た
御
取
調
も
行
届
兼
候
処
、
先
兵
学
校
仮
に
御
取
調
出
来
候
に

付
、
来
る
八
月
二
日
よ
り
開
学
被
仰
出
候（

15
）﹂

と
の
﹁
兵
学
校
開
学
仰
出
書
﹂
が
出
さ
れ
た
こ
と
で
、
堂
上
公
家
や
地
下
諸
官
人
の
子
弟
ら
に

対
す
る
陸
軍
兵
学
や
練
兵
学
な
ど
教
育
を
目
的
に
創
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
仰
出
書
に
あ
る
よ
う
に
、
大
村
は
将
来
大
学
校
を
設
置
し
て

あ
ら
ゆ
る
方
面
に
わ
た
る
教
育
を
施
し
人
材
を
育
成
す
る
計
画
を
持
っ
て
い
た
が
、
財
政
上
の
制
約
か
ら
ま
ず
は
兵
学
校
の
設
置
の
み
に
限

っ
て
設
置
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
京
都
兵
学
校
は
生
徒
わ
ず
か
に
数
十
名
に
過
ぎ
ず（

16
）、

規
模
か
ら
見
て
本
格
的
な
兵
学
校
と
は
必
ず

し
も
言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
同
校
は
明
治
二
年
正
月
に
兵
学
所
と
改
称
さ
れ
、
同
年
九
月
に
は
大
阪
に
移
転
さ
れ
、
同
年
七
月
に
設

置
さ
れ
て
い
た
大
阪
の
兵
学
所
に
併
合
さ
れ
た
。
こ
れ
が
、
後
の
﹁
兵
学
寮
青
年
舎
﹂
の
源
流
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
京
都
に
お
い
て
は
、
明
治
二
年
八
月
に
、
河
東
操
練
所
と
よ
ば
れ
る
下
士
官
の
養
成
機
関
も
設
置
さ
れ
て
い
た
。
伝
習
生
の
選
出
は

大
村
の
﹁
門
弟（

17
）﹂

で
あ
る
兵
部
大
丞
山
田
顕
義
が
担
当
し
、
彼
は
戊
辰
戦
争
中
に
自
ら
が
総
督
を
つ
と
め
た
整
部
隊
な
ど
山
口
藩
諸
隊
を
中

　
（
一
一
一
七
）
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心
に
鳥
取
・
岡
山
藩
士
を
加
え
約
百
名
を
選
出
し
、同
年
九
月
五
日
か
ら
下
士
官
候
補
の
訓
練
を
開
始
し
て
い
た
の
で
あ
る
。﹁
河
東
の
精
兵
﹂

と
呼
ば
れ
た
こ
の
伝
習
隊
は
後
に
大
阪
に
移
さ
れ
大
阪
教
導
隊
を
編
制
す
る
こ
と
と
な
る（

18
）。

　

一
方
、
大
村
は
旧
幕
府
の
残
し
た
施
設
も
積
極
的
に
活
用
し
て
い
る
。
旧
幕
府
が
慶
応
元
年
一
二
月
に
陸
軍
学
校
と
し
て
建
設
し
た
横
浜

の
フ
ラ
ン
ス
語
学
校
を
明
治
政
府
は
慶
応
四
年
閏
四
月
五
日
に
接
収
し
、
開
成
所
と
改
称
し
て
い
た
。
大
村
は
、
明
治
二
年
五
月
、
こ
れ
を

も
っ
て
陸
軍
士
官
の
正
則
養
成
所
に
す
る
目
的
で
軍
務
官
の
管
轄
に
組
み
入
れ
た
の
で
あ
る
。
川
勝
広
道
を
所
長
と
し
横
浜
大
田
村
に
置
か

れ
た
同
所
は
﹁
横
浜
（
仏
）
語
学
所
﹂
と
呼
ば
れ
、
そ
こ
で
は
生
徒
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
中
心
と
し
た
語
学
教
育
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は

大
村
が
士
官
候
補
た
る
同
所
の
生
徒
を
留
学
生
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
派
遣
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る（

19
）。

同
所
に
は
大
村
の
推

薦
で
桂
太
郎
や
楢
崎
頼
三
・
馬
屋
原
二
郎
ら
の
長
州
藩
士
も
入
学
し
て
い
る（

20
）。

な
お
、
同
所
は
大
村
の
死
後
、
明
治
三
年
五
月
に
大
阪
に
移

さ
れ
、
兵
学
寮
に
編
入
さ
れ
、
後
に
﹁
兵
学
寮
幼
年
舎
﹂
と
な
り（

21
）語

学
所
の
生
徒
三
五
名（

22
）が

入
舎
し
て
い
る
。

　

旧
幕
府
の
遺
産
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
人
材
活
用
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
横
浜
語
学
所
所
長
の
川
勝
と
は
旧
幕
府
の
外
国
奉
行

川
勝
近
江
守
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
河
東
操
練
所
で
は
、
旧
幕
府
に
お
い
て
シ
ャ
ノ
ワ
ヌ
（C

. S. J. C
hanoine

）
を
団
長
と
す
る
フ
ラ
ン
ス

軍
事
顧
問
団
か
ら
直
接
伝
習
を
受
け
た
揖
斐
章
が
中
心
と
な
り
教
授
に
あ
た
っ
て
い
た
。
彼
は
幕
府
陸
軍
で
は
撒
兵
隊
頭
取
を
務
め
て
い
た

が
、
明
治
元
年
十
二
月
に
大
村
に
よ
っ
て
出
仕
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
後
、
河
東
操
練
所
と
と
も
に
大
阪
に
移
り
、
大
阪
兵
学
寮
に
お
い
て
は

練
兵
や
生
徒
の
規
律
監
督
を
務
め
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
ビ
ュ
ッ
フ
ィ
エ
（B

ouffier, F
rangois

）、
マ
ル
ラ
ン
（M

arlin, E
ugéne, Jean, 

B
aptiste

）、
ホ
ル
タ
ン
（F

ortant, F
rançois, A

rehur

）
と
い
う
三
名
の
フ
ラ
ン
ス
下
士
官
の
兵
学
寮
へ
の
雇
い
入
れ
を
進
め
た
兵
学
寮

中
教
授
田
島
応
親
は
、
慶
応
二
年
か
ら
横
浜
の
フ
ラ
ン
ス
語
学
校
に
学
び
、
戊
辰
戦
争
に
お
い
て
は
榎
本
武
揚
ら
と
行
動
を
共
に
し
、
通
弁

と
し
て
函
館
に
渡
っ
た
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
彼
が
抜
擢
し
た
三
名
の
フ
ラ
ン
ス
人
教
官
は
、
旧
幕
府
の
フ
ラ
ン
ス
軍
事

顧
問
団
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
教
え
子
の
幕
兵
ら
と
と
も
に
箱
舘
の
榎
本
軍
に
合
流
し
た
戦
友
で
あ
っ
た（

23
）。

ま
た
、
明
治
三
年
六
月
の
職

　
（
一
一
一
八
）
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員
録（

24
）に

お
い
て
大
阪
兵
学
寮
の
権
頭
（
頭
は
空
席
）
と
し
て
兵
学
寮
の
ト
ッ
プ
に
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
原
田
一
道
も
ま
た
、
か
つ
て
幕

府
の
蛮
書
調
所
で
調
出
役
教
授
手
伝
と
し
て
出
仕
し
て
い
た
。
彼
は
文
久
三
年
に
横
浜
鎖
港
談
判
使
節
外
国
奉
行
池
田
筑
後
守
の
随
員
と
し

て
渡
欧
し
、
使
節
帰
朝
後
も
滞
留
し
オ
ラ
ン
ダ
陸
軍
士
官
学
校
に
学
び
、
帰
国
後
は
講
武
所
や
開
成
所
で
教
授
を
務
め
た
経
験
を
持
つ
人
物

で
あ
り
、
蛮
書
調
所
時
代
の
大
村
の
知
己
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
現
場
の
教
官
に
は
旧
幕
府
の
人
材
が
多
く
登
用
さ
れ
て
い
る
。
大
村

は
将
来
﹁
農
兵
を
募
る
﹂
こ
と
を
念
頭
に
、
彼
は
陸
軍
に
お
け
る
仏
式
兵
制
の
採
用
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た（

25
）が

、
先
進
思
想
の
実
行
に
は
旧
幕

府
の
知
識
の
蓄
積
は
無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
大
村
を
中
心
と
し
た
兵
部
省
当
局
者
は
、
大
阪
を
拠
点
に
軍
関
係
の
諸
施
設
を
建
設
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て
容
易

な
作
業
で
は
な
か
っ
た
。
兵
制
を
め
ぐ
る
政
府
内
部
の
対
立
は
明
治
元
年
の
旧
征
討
軍
の
処
理
問
題
に
端
を
発
し
、
明
治
二
年
に
は
大
村
と

大
久
保
利
通
が
廟
議
に
お
い
て
直
接
対
決
す
る
と
い
う
状
況
に
発
展
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
軍
事
の
大
阪
拠
点
化
も
、
自
ら
の
兵
制
案
が
見

送
ら
れ
た
大
村
派
が
、
将
来
の
農
兵
徴
募
に
向
け
、
大
久
保
派
の
妨
害
を
避
け
つ
つ
徴
兵
軍
隊
の
基
幹
と
な
る
士
官
を
養
成
し
て
お
く
こ
と

を
考
え
た
結
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
村
の
死
に
よ
っ
て
、
状
況
は
一
変
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

先
述
の
よ
う
に
山
田
顕
義
ら
大
村
遺
策
派
は
、
大
村
の
死
か
ら
一
三
日
目
に
あ
た
る
明
治
二
年
一
一
月
一
八
日
に
﹁
故
大
村
大
輔
軍
務
前

途
の
大
綱
﹂
を
上
申
し
て
い
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
大
久
保
は
こ
れ
の
無
力
化
を
図
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
申
の
翌
日
と
な
る
一
一
月

一
九
日
に
岩
倉
具
視
に
対
し
﹁
兵
部
官
員
之
事
、
今
日
御
治
定
相
成
度
、
且
は
明
日
条
公
御
異
存
不
被
為
存
候
は
ゝ
即
日
御
運
相
付
候
様
奉

願
度（

26
）﹂

と
兵
部
省
の
人
事
移
動
に
つ
い
て
要
請
し
、
同
月
二
三
日
に
は
薩
摩
出
身
の
黒
田
清
隆
・
川
村
純
義
に
加
え
旧
幕
臣
の
勝
安
芳
が
山

田
と
同
位
の
兵
部
大
丞
に
就
任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
黒
田
の
兵
部
省
出
仕
は
大
村
の
遭
難
直
前
に
話
が
持
ち
上
が
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

が
、
彼
が
大
村
の
軍
制
改
革
方
針
に
対
し
て
協
力
す
る
と
の
言
質
を
担
保
と
し
て
、
一
時
大
村
も
容
認
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
併
せ

て
大
村
は
黒
田
ら
と
論
の
合
わ
な
い
山
田
に
替
え
て
品
川
弥
二
郎
を
登
用
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た（

27
）。

し
か
し
、
結
局
こ
の
人
事
は
発
令
さ

　
（
一
一
一
九
）
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れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
遭
難
後
の
大
村
が
自
身
の
不
在
に
鑑
み
て
、
そ
の
間
の
軍
務
を
品
川
よ
り
も
﹁
兵
の
事
は
能
く
知
て

居
る（

28
）﹂

山
田
に
託
そ
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

大
久
保
派
の
巻
き
返
し
の
動
き
は
速
く
、
同
年
一
一
月
二
二
日
、
薩
摩
藩
士
で
元
軍
防
事
務
局
判
事
の
吉
井
友
実
が
﹁
段
々
御
軍
制
御
手

相
付
事
に
付
、
伊
地
知
正
治
至
急
御
召
相
成
候
様
有
之
度（

29
）﹂

し
と
、
そ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
大
久
保
に
兵
制
意
見
を
述
べ
て
い
た
伊
地
知

正
治（

30
）を

召
す
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
兵
部
省
内
に
新
た
に
出
現
し
た
大
久
保
派
は
具
体
的
建
軍
プ
ラ
ン
を
ま
と
め
、
そ
れ
を
以

下
に
示
す
﹁
兵
部
省
前
途
之
大
綱（

31
）﹂

と
し
て
同
月
二
十
四
日
に
上
申
し
た
の
で
あ
る
。

　

皇
国
兵
制
一
定
の
義
は
可
論
し
て
急
速
難
被
行
是
れ
を
一
定
せ
ん
と
欲
せ
は
、
第
一
其
師
範
た
る
へ
き
人
才
無
之
て
は
幾
千
人
の
饗
導
指

揮
難
届
。
因
て
其
人
才
を
取
立
候
に
は
学
校
を
開
き
兵
術
学
業
其
根
元
よ
り
為
学
得
候
事
肝
要
也
。
但
即
今
語
学
所
其
一
に
候
得
は
、
猶
会

計
の
目
途
を
立
、
盛
大
に
開
業
為
致
度
事
。

　

一
、
陸
軍
は
仏
式
を
以
て
一
般
の
式
相
立
候
見
込
み
て
、
即
今
於
大
坂
取
立
候
得
共
学
校
等
よ
り
人
才
出
来
候
上
何
れ
皇
国
の
兵
式
別
に

相
立
度
事
。

　

一
、
藩
々
士
族
卒
禄
扶
持
至
当
に
相
擬
し
、
一
万
石
凡
百
人
の
兵
士
を
養
ひ
、
五
十
人
他
の
戌
衛
に
備
へ
、
五
十
人
藩
屏
の
防
き
に
備
へ

置
。
尤
時
変
は
此
例
に
あ
ら
す
。
但
、
此
の
百
人
は
現
在
に
付
て
言
ふ
精
の
精
を
選
は
百
に
充
さ
る
へ
し
。

　

一
、
三
都
其
他
辺
境
戌
兵
万
石
五
十
人
を
以
て
諸
藩
交
番
規
則
相
立
度
事
。

　

一
、
海
軍
創
立
是
又
学
校
を
建
人
才
取
立
度
事
。
但
、
即
今
於
築
地
学
校
取
立
候
得
、
共
会
計
の
目
途
を
立
候
上
、
外
国
人
等
相
雇
、
諸

藩
士
の
内
よ
り
人
員
を
定
め
生
徒
差
出
さ
せ
候
事
。

　

右
の
大
綱
追
々
盛
大
に
致
し
候
儀
は
第
一
金
米
の
多
少
不
相
叶
故
、
兵
部
省
へ
は
一
年
の
米
金
若
干
と
申
事
御
定
相
成
度
事

　
（
一
一
二
〇
）
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こ
れ
を
見
る
と
、﹁
兵
部
省
前
途
之
大
綱
﹂
が
、
横
浜
の
語
学
所
の
盛
大
を
説
く
こ
と
で
前
出
の
﹁
故
大
村
大
輔
軍
務
前
途
の
大
綱
﹂
に

示
さ
れ
た
大
阪
で
の
軍
学
校
の
建
設
を
否
定
し
、﹁
何
れ
皇
国
の
兵
式
別
に
相
立
度
事
﹂
と
、
兵
式
の
再
検
討
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
こ
れ

ま
で
大
村
が
進
め
て
き
た
仏
式
に
倣
っ
た
陸
軍
の
建
設
を
も
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
﹁
故
大
村
大
輔

軍
務
前
途
の
大
綱
﹂
と
は
異
質
の
﹁
兵
部
省
前
途
之
大
綱
﹂
の
上
申
そ
の
も
の
が
、﹁
省
中
何
れ
も
右
の
目
途
に
候
﹂
と
し
た
前
記
大
綱
を

空
文
化
す
る
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
兵
部
省
ト
ッ
プ
を
失
っ
た
状
況
下
で
の
両
派
の
対
立
は
、
必
然
的
に
深
刻
な
省
務
の
停
滞
を

招
来
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
大
村
の
後
任
人
事
は
急
を
要
し
た
が
、
す
で
に
彼
の
療
養
中
に
参
議
前
原
一
誠
の
名
が
後
任
大
輔
と
し
て
浮
上
し

て
い
た
。
大
村
遭
難
か
ら
二
週
間
後
の
明
治
二
年
九
月
一
九
日
、大
久
保
は
岩
倉
に
対
し
﹁
前
原
兵
部
省
引
受
之
事
は
早
目
之
方
に
奉
願
候（

32
）﹂

と
書
き
送
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
具
体
名
を
挙
げ
て
の
大
久
保
の
反
応
は
、
大
村
遭
難
の
報
が
東
京
の
木
戸
に
届
い
た
の
が
同
一
〇
日
の

こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
時
に
は
﹁
大
村
の
此
危
を
免
る（

33
）﹂

と
の
情
報
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
奇
異
な
印
象
を
持
た
せ
る
ほ
ど
に

早
い
。
と
ま
れ
、
こ
の
建
言
は
、
岩
倉
を
経
由
し
て
兵
部
卿
仁
和
寺
宮
嘉
彰
親
王
に
伝
え
ら
れ
、
そ
の
裁
可
を
得
る
に
至
っ
た（

34
）。

こ
れ
に
よ

っ
て
前
原
が
参
議
の
ま
ま
で
大
村
の
代
行
者
と
し
て
の
地
位
に
就
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
ぜ
、
大
久
保
は
前
原
を
大
村
の
後
任
に
強
く

推
し
た
の
か
。

　

そ
も
そ
も
明
治
二
年
七
月
の
前
原
の
参
議
就
任
に
際
し
て
も
、
最
も
熱
心
に
各
方
面
に
働
き
か
け
た
の
も
大
久
保
で
あ
っ
た
。﹁
極
秘
﹂

と
書
か
れ
た
明
治
元
年
十
月
二
十
七
日
付
岩
倉
宛
大
久
保
書
簡
に
﹁
就
而
者
粗
言
上
仕
候
、
前
原
伊
助
儀
是
非
御
召
相
成
、
参
与
職
に
て
も

被
仰
付
候
は
ゝ
、
木
戸
大
木
等
合
力
同
心
い
た
し
、
大
に
有
益
可
相
成
と
愚
考
仕
候
、
兎
角
人
物
を
被
為
得
候
事
、
何
よ
り
之
急
務
に
候
間
、

的
実
に
御
推
求
有
之
度
、
前
原
は
越
後
之
方
を
任
し
候
心
組
の
由
候
得
共
、
其
為
人
、
吉
井
よ
り
承
候
得
は
、
今
日
に
て
は
是
非
廟
堂
に
御

用
ひ
可
相
成
人
と
奉
存
候（

35
）﹂

と
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
大
久
保
に
前
原
の
登
用
を
勧
め
た
の
は
前
出
の
吉
井
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
吉
井

　
（
一
一
二
一
）
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は
慶
応
四
年
閏
四
月
に
制
定
さ
れ
た
陸
軍
編
制
法
を
立
案
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
石
高
一
万
石
に
つ
き
兵
員
十
名
を
政
府
に
差
し
出

し
三
年
の
任
期
を
終
え
た
ら
帰
藩
さ
せ
る
と
い
う
、
各
藩
石
高
割
り
で
交
番
制
の
兵
制
で
あ
っ
た
が
、
筆
者
は
こ
れ
こ
そ
が
前
原
と
の
間
を

つ
な
ぐ
線
で
あ
っ
た
と
見
る
。
前
原
は
、明
治
二
年
九
月
一
九
日
に
太
政
官
か
ら
集
議
院
に
対
し
下
問
さ
れ
て
い
た
﹁
両
軍
興
張
の
策
如
何（

36
）﹂

と
の
議
案
に
つ
い
て
、
し
ば
ら
く
の
後
、
自
ら
の
考
え
を
建
白
書
の
形
で
上
申
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、﹁
即
今
陸
軍
は
各
藩
満
石
幾

十
人
の
兵
員
を
定
め
、
順
次
交
番
の
事（

37
）﹂

と
、
吉
井
の
建
軍
プ
ラ
ン
と
同
様
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
長
州
藩
士
で
あ
り
な
が
ら

木
戸
や
大
村
と
は
異
な
る
立
場
を
取
る
前
原
に
、
大
久
保
や
吉
井
が
期
待
し
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

し
か
し
彼
ら
の
期
待
を
よ
そ
に
、
前
原
は
大
村
の
後
任
に
内
定
し
た
後
も
、
病
気
を
理
由
に
そ
の
就
任
を
遷
延
し
続
け
た
。
明
治
二
年
一

〇
月
一
五
日
付
岩
倉
宛
大
久
保
書
簡
か
ら
は
﹁
前
原
も
未
所
労
不
参
之
由
。
尊
命
之
通
、
兵
部
省
之
事
即
今
之
急
務
。
当
分
通
に
て
は
迚
も

相
済
み
申
間
舗
候
得
共
、
既
に
前
原
え
被
命
候
付
、
自
ら
近
々
快
気
参
朝
可
仕
候
間
励
精
い
た
し
候
様
、
尚
御
談
判
被
為
在
度
事
と
奉
存
候（

38
）﹂

と
、
前
原
が
な
か
な
か
出
仕
し
て
こ
な
い
こ
と
に
大
久
保
ら
が
困
惑
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
時
期
の
前
原
の
様
子
は
、
彼
と

同
郷
の
広
澤
真
臣
の
日
記
か
ら
垣
間
見
え
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
同
月
二
六
日
に
は
﹁
極
早
朝
、
前
原
・
御
堀
・
正
木
・
宍
道
・
境
・
林
半

七
同
道
、
若
林
御
下
屋
敷
え
乗
遠
。
明
廿
七
日
、
吉
田
松
陰
先
生
正
忌
に
付
、
招
魂
参
拝
、
小
野
為
八
写
真
相
催
、
其
外
山
田
市
之
允
・
野

村
靖
之
助
・
三
好
軍
太
郎
等
参
集
。
帰
り
掛
、
一
同
有
明
楼
へ
大
会
酒
談
数
刻
を
移
し
夜
半
過
ぎ
帰
宅（

39
）﹂

と
あ
り
、
同
月
二
九
日
に
も
こ
れ

と
ほ
ぼ
同
じ
顔
ぶ
れ
で
深
夜
ま
で
宴
会
を
開
い
て
い
る
な
ど
、
彼
は
旧
友
と
会
っ
た
り
吉
田
松
陰
の
墓
参
に
出
か
け
た
り
と
安
穏
に
過
ご
し

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
明
治
二
年
一
一
月
五
日
に
遂
に
大
村
が
没
し
た
こ
と
で
、
速
や
か
な
後
任
の
兵
部
大
輔
就
任
が
期
待
さ
れ
た
。
し
か
し
、

大
久
保
が
自
派
の
黒
田
ら
を
兵
部
大
丞
に
就
任
さ
せ
、
前
記
﹁
兵
部
省
前
途
之
大
綱
﹂
を
上
申
さ
せ
る
と
、
前
原
の
消
極
的
姿
勢
は
更
に
強

ま
っ
た
。
前
原
は
同
月
六
日
に
大
久
保
ら
と
会
談
し（

40
）兵

部
省
の
人
員
に
つ
い
て
話
し
て
い
た
が
、﹁
兵
部
省
前
途
之
大
綱
﹂
が
上
申
さ
れ
た

　
（
一
一
二
二
）
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翌
日
に
は
山
田
ら
と
会
同
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
当
局
者
と
の
会
談
か
ら
、
彼
は
兵
部
省
内
の
深
刻
な
対
立
構
図
を
具
体
的
に
知
り
、
そ
の
理

由
か
ら
兵
部
大
輔
の
拝
命
を
肯
ん
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
両
派
と
も
兵
部
大
輔
の
不
在
と
省
務
の
停
滞
は
望
む
べ
く
も
な
く
、
同
月
二
七
日
あ
た
り
か
ら
本
格
的
に
事
態
の
打
開
が
図
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
日
付
大
久
保
宛
黒
田
書
簡
に
は
﹁
今
朝
川
村
氏
被
参
、
山
田
と
示
談
之
趣
咄
有
之
、
小
生
に
も
尚
も
熟
考
仕
候
処
、

迚
も
今
形
て
は
不
相
済
事
故
、
川
村
氏
と
同
道
、
山
田
え
篤
と
赤
心
を
明
か
し
、
熟
談
仕
候
処
、
今
日
前
原
参
朝
之
由
に
候
、
退
出
懸
け
同

人
処
へ
被
参
と
の
事
、
何
と
か
前
原
謂
く
も
可
有
之
、
明
朝
神
田
御
第
え
、
其
段
川
村
氏
え
可
通
と
返
答
御
座
候（

41
）﹂

と
あ
り
、
両
者
の
妥
協

を
前
提
に
前
原
へ
の
説
得
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
久
保
の
黒
田
へ
の
返
書
に
は
﹁
今
朝
は
川
村
氏
入
来
に
て
山
田
談
合
之
趣
承
申

候
而
、
尚
又
御
示
談
、
御
同
道
山
田
え
御
出
掛
赤
心
を
以
御
議
論
被
成
候
由
、
如
何
に
も
御
親
切
之
御
趣
意
、
深
感
銘
仕
候
。
前
原
云
々
に

而
、
山
田
よ
り
川
村
子
迄
返
詞
可
有
之
と
の
事
候
。
同
人
義
今
朝
参
朝
い
た
し
懸
候
処
、
持
病
に
て
俄
に
胸
痛
致
、
不
参
に
而
今
日
は
別
段

兵
部
一
条
御
評
議
に
至
兼
申
候
。
何
れ
明
日
は
前
原
も
参
朝
可
有
之
候（

42
）﹂

と
あ
り
、
こ
れ
か
ら
事
態
は
前
原
の
兵
部
大
輔
就
任
へ
と
動
き
出

す
こ
と
と
な
っ
た
。
大
輔
補
任
の
朝
命
は
明
治
二
年
一
二
月
二
日
に
発
せ
ら
れ
、
翌
三
日
に
前
原
は
こ
れ
を
拝
命
し
た
。

　

前
原
の
大
輔
就
任
は
、
大
村
遺
策
派
と
大
久
保
派
に
よ
る
事
前
の
示
談
に
従
い
、
少
輔
久
我
通
久
・
山
田
ら
と
も
協
議
の
上
、
両
派
の
建

軍
構
想
の
折
衷
案
作
成
を
結
果
し
た
。
翌
年
正
月
、
兵
部
大
・
少
輔
連
名
の
建
軍
案
が
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
以
下
（
抄
録
）
の
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
た
。

　

陸
軍
常
備
兵
概
算

　
　

高
一
千
石
に
付
、
兵
隊
三
人

　
　

此
外
、
天
兵
二
万
人
と
定

　
（
一
一
二
三
）
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兵
学
寮
入
学

　
　

第
一
、
年
齢
十
八
以
下
語
学
所
入
込
之
事

　
　
　
　
　

拾
九
以
上
二
拾
六
歳
迄
、
兵
学
寮
軽
歩
兵
操
練
所
へ
入
込
之
事

　
　

第
二
、 
今
正
月
よ
り
三
藩
兵
の
内
よ
り
士
官
三
拾
人
宛
兵
学
寮
入
込
之
事

　

兵
隊
精
撰
定
則
之
事

　

凡
五
機
七
道
を
以
大
算
し
、
先
一
道
の
藩
に
よ
り
、
行
先
士
官
と
可
相
成
見
込
有
之
候
人
物
を
撰
挙
し
、
石
高
に
応
し
人
員
を
定
め
、

兵
学
寮
に
入
れ
、
教
諭
を
受
け
し
め
、
熟
練
の
上
、
其
藩
々
の
兵
隊
を
練
兵
場
に
出
さ
し
め
、
右
士
官
に
附
し
教
練
せ
し
め
、
成
熟
の
上

士
官
兵
卒
其
職
を
命
し
、
其
位
を
定
め
紀
章
を
付
け
し
む
、
一
道
の
兵
一
般
に
相
成
候
上
に
て
、
鎮
台
を
置
、
一
団
と
名
く
。

　

一
、
姑
息
士
官
取
建
之
事

　
　

但
、
藩
々
え
御
布
告
相
成
、
人
員
を
定
め
御
免
有
之
事
、
右
之
内
よ
り
撰
挙
、
天
兵
之
士
官
被
命
候
事

　

一
、
海
軍
兵
学
寮
を
大
阪
に
取
建
之
事

　

一
、
大
阪
え
五
機
内
鎮
台
を
可
置
く
事

　

一
、
兵
学
寮
大
阪
に
移
候
事

　
　

但
、
藩
々
に
布
告
し
、
人
員
を
定
め
、
入
寮
御
許
容
之
事

　

一
、
仏
人
治
部
助
之
事

　

一
、
製
造
器
械
浪
華
え
運
輸
之
事

　
　
﹁
故
大
村
大
輔
軍
務
前
途
の
大
綱（

43
）﹂

　
（
一
一
二
四
）
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こ
れ
に
よ
る
と
、
明
治
二
年
六
月
の
兵
制
会
議
に
お
い
て
凍
結
さ
れ
て
い
た
兵
制
問
題
に
つ
い
て
、
藩
兵
を
兵
卒
素
材
と
す
る
大
久
保
派

の
兵
制
案
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
大
村
派
が
進
め
て
い
た
大
阪
を
軍
事
の
拠
点
と
す
る
プ
ラ
ン
と
し
て
山
田
ら
が
作
成
し
た

﹁
故
大
村
大
輔
軍
務
前
途
の
大
綱
﹂
が
そ
の
ま
ま
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
大
村
に
お
い
て
は
薩
・
長
の

藩
兵
に
偏
っ
た
兵
力
構
成
に
な
る
で
あ
ろ
う
旧
征
討
軍
を
主
体
と
し
た
新
軍
隊
の
建
設
は
、﹁
一
新
之
名
義
﹂
す
な
わ
ち
維
新
の
目
的
と
の

関
係
に
お
い
て
否
定
さ
れ
て
い
た（

44
）が

、
こ
の
折
衷
案
で
は
兵
学
寮
の
入
学
に
つ
い
て
薩
・
長
・
土
三
藩
兵
か
ら
採
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
に
も
、
各
藩
に
石
高
に
応
じ
て
士
官
候
補
生
を
出
さ
せ
、
兵
学
寮
に
お
い
て
教
育
を
施
し
、
そ
れ
を
帰
藩
さ
せ
た
上
で
藩
兵
の
訓

練
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
で
﹁
鎮
台
﹂
兵
を
つ
く
る
な
ど
、
こ
の
案
は
兵
学
寮
を
使
っ
て
藩
兵
に
よ
る
建
軍
を
指
向
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た

し
か
に
、
大
村
は
兵
学
寮
を
将
来
の
農
兵
徴
募
に
向
け
た
施
設
と
位
置
づ
け
て
い
た（

45
）

が
、
明
治
二
年
一
二
月
三
日
付
山
田
宛
船
越
書
簡
に

﹁
大マ

マ邨
先
生
坂
地
之
遺
業
も
、
殆
と
水
泡
に
可
至
歟
と
杞
憂
罷
在
候
、
兼
而
御
承
知
御
座
候
ボ
ー
ト
イ
ン
帰
期
已
に
来
正
月
に
有
之
、
折
角

大
村
先
生
遺
言
も
御
座
候
処
、
是
等
期
を
失
候
而
は
千
載
之
遺
憾
歟
と
奉
存
候（

46
）﹂

と
あ
る
よ
う
に
、
大
村
没
後
に
お
け
る
大
久
保
派
の
巻
き

返
し
は
猛
烈
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
大
村
遺
策
派
が
軍
学
校
等
の
大
阪
拠
点
化
を
実
現
さ
せ
る
に
は
反
対
派
に
一
定
の
妥
協
を
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
士
官
養
成
は
一
朝
一
夕
に
は
で
き
な
い
が
故
に
急
務
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
重
要
性
は
大
村
が
常
々
強
調
し

て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た（

47
）。

　

し
か
し
、
大
阪
兵
学
寮
の
建
設
に
つ
い
て
は
黒
田
や
川
村
の
反
対
論
が
依
然
強
く
、
事
こ
こ
に
至
っ
て
も
順
調
に
進
ま
な
か
っ
た
。
明
治

三
年
二
月
四
日
、
兵
部
権
大
丞
香
川
敬
三
が
岩
倉
に
宛
て
た
書
簡
で
は
﹁
兵
部
省
中
海
陸
軍
事
之
儀
に
付
頃
日
大
議
論
に
及
山
田
河マ

マ村
異
論

に
相
成
如
何
と
も
治
り
付
き
不
申
趣
。
兵
部
之
事
は
一
歩
つ
つ
進
む
所
に
而
は
無
之
一
歩
も
二
歩
も
退
く
の
勢
ひ
。
何
共
歎
息
之
極
に
御
坐

候
﹂
と
省
内
の
実
情
を
訴
え
、
こ
の
際
兵
部
省
を
﹁
太
政
官
に
附
し
、
参
議
以
上
納
言
よ
り
主
上
自
ら
被
為
握
候
﹂
こ
と
に
す
る
か
、﹁
兵

部
省
と
云
も
の
を
置
さ
る
方
可
な
ら
ん
か（

48
）﹂

と
そ
の
廃
止
に
ま
で
言
及
す
る
有
様
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
来
大
輔
と
し
て
省
を
と
り
ま
と
め

　
（
一
一
二
五
）
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る
べ
き
立
場
の
前
原
は
ま
た
も
欠
勤
を
続
け
て
い
た
。
曾
我
祐
準
の
回
顧
録
に
﹁
此
の
時
分
は
前
原
氏
が
大
輔
で
あ
つ
た
が
、
此
の
人
は
奇

妙
な
人
で
、
何
事
に
も
可
否
を
云
は
ぬ
。
其
の
上
出
勤
も
碌
々
し
な
い
。
何
か
不
平
も
あ
つ
た
ら
し
い
が
、
是
に
は
閉
口
し
た
。
居
宅
に
就

き
話
し
て
見
た
が
、
毎
も
不
得
要
領
に
終
る
。﹂
と
あ
る（

49
）。

兵
部
卿
が
親
王
で
、
少
輔
久
我
も
堂
上
公
家
で
あ
っ
た
省
内
で
、
前
原
の
こ
の

よ
う
な
態
度
は
省
内
を
ま
す
ま
す
混
乱
さ
せ
た
。
結
局
、
一
時
期
岩
倉
が
兵
部
省
御
用
掛
に
な
っ
た
り
し
た
が
、
軍
務
に
決
し
て
精
通
し
て

い
る
と
は
い
え
な
い
彼
も
、﹁
一
遍
出
ら
れ
た
か
出
ら
れ
ぬ
位
で
あ
つ
た（

50
）﹂

と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
あ
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
大
阪
兵
学
寮
の
建
設
は
、﹁
既
に
工
事
過
半
進
行
せ
し
を
以
て
継
続
論
勝
を
占
め（

51
）﹂

る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
村
存
命
中
よ
り
軍
事
諸
施
設
の
建
設
は
着
実
に
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
既
成
事
実
を
背
景
に
山
田
ら
大
村
遺
策
派

が
反
対
派
を
押
し
切
っ
た
の
で
あ
る
。
大
阪
兵
部
省
は
、
明
治
二
年
中
に
﹁
兵
学
寮
入
学
規
則
﹂
を
作
成
し
、
同
年
一
二
月
か
ら
生
徒
募
集

を
始
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
月
二
八
日
に
は
入
学
試
験
を
行
い
、
三
三
名
を
入
学
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
治
三
年
正
月
に
は
青
年
舎

の
開
業
式
を
行
う
な
ど
、
慌
た
だ
し
い
よ
う
な
日
程
の
中
、
着
々
と
実
績
を
積
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
大
久
保
派
が
も
っ
と
も
重

視
す
る
兵
制
問
題
を
置
き
、
大
阪
拠
点
化
の
一
点
突
破
を
図
っ
た
結
果
で
あ
っ
た
。

大
阪
兵
学
寮
の
操
業　

寮
内
の
対
立

　

大
阪
兵
学
寮
の
開
業
に
よ
り
、
大
阪
を
拠
点
と
し
た
陸
軍
の
建
設
が
始
動
す
る
と
、
明
治
三
年
二
月
に
は
、
ま
ず
少
輔
久
我
通
久
が
、
次

い
で
少
丞
曾
我
祐
準
、
権
大
録
原
田
一
道
ら
在
京
の
兵
部
省
官
員
が
大
阪
に
移
り
、
在
阪
の
権
少
丞
林
謙
三
ら
と
合
流
し
た
。
大
村
遺
策
派

の
彼
ら
は
、
大
村
が
進
め
て
き
た
大
阪
兵
学
寮
の
建
設
が
曲
が
り
な
り
に
も
認
可
さ
れ
た
こ
と
で
、
悲
願
で
あ
る
将
来
の
徴
兵
制
導
入
に
向

け
た
人
材
育
成
に
本
格
的
に
取
り
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
の
必
死
の
覚
悟
は
次
に
示
す
曾
我
の
回
想
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
（
一
一
二
六
）
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﹁
二
月
某
日
左
命
を
受
く
。
御
用
有
之
阪
地
へ
被
差
遣
候
事
。
此
の
時
に
方
り
故
大
村
大
輔
の
遺
策
に
基
づ
き
、
大
阪
に
兵
学
寮
、
造
兵

司
及
陸
軍
の
基
礎
を
創
立
す
る
の
議
、
決
す
る
を
以
て
、
此
の
派
遣
を
命
ぜ
ら
れ
た
り
。（
中
略
）
今
度
の
大
阪
在
勤
は
、
多
く
の
希
望
と

決
心
と
を
以
て
出
掛
け
た
。
若
し
予
期
通
り
の
事
業
が
挙
り
得
な
か
つ
た
ら
、
再
び
東
帰
せ
ぬ
積
り
で
あ
つ
た
。
そ
れ
故
東
京
の
邸
宅
も
返

上
し
た
。
故
大
村
大
輔
の
遺
策
を
大
阪
で
実
行
す
る
に
就
て
は
、
本
省
で
種
々
異
論
が
あ
つ
た
に
も
拘
ら
ず
、
山
田
大
丞
初
め
遺
策
遂
行
連

が
押
切
り
て
、
や
り
出
た
訳
で
あ
る（

52
）。﹂

　

こ
の
よ
う
に
、
大
久
保
派
と
の
議
論
を
決
着
さ
せ
、
漸
く
実
現
に
向
け
動
き
出
し
た
大
村
の
遺
策
で
あ
っ
た
が
、
今
度
は
大
村
遺
策
派
の

中
で
改
革
の
手
順
や
ス
ピ
ー
ド
を
め
ぐ
る
対
立
が
顕
在
化
し
た
。
急
進
派
は
兵
学
者
大
島
貞
薫
で
あ
っ
た
。
大
島
は
京
都
兵
学
校
で
御
用
掛

を
務
め
、
大
阪
兵
学
寮
の
設
置
に
伴
い
青
年
舎
の
責
任
者
と
な
っ
て
い
た
。
青
年
舎
に
つ
い
て
、
曾
我
の
回
想
に
﹁
兵
学
者
に
は
大
島
貞
右

衛
門
と
云
ふ
老
人
が
筆
頭（

53
）﹂

と
あ
り
、﹃
陸
軍
省
沿
革
史
﹄
に
も
﹁
兵
学
権
允
大
島
貞
薫
を
し
て
専
ら
之
（
引
用
者
註
：
青
年
舎
）
を
掌
ら

し
む（

54
）﹂

と
あ
る
。

　

大
島
の
履
歴
は
今
日
あ
ま
り
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
誤
解
も
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
。
彼
は
文
化
三
（
一

八
〇
六
）
年
但
馬
国
養
父
郡
に
生
ま
れ
た
。
初
め
名
を
忠
謙
と
い
い
、
次
い
で
貞
謙
と
改
め
、
後
更
に
貞
薫
と
改
め
た（

55
）。

嘉
永
年
間
に
下
曽

根
甲
斐
守
に
師
事
し
蘭
式
兵
学
を
学
び
、
佐
久
間
象
山
や
高
島
秋
帆
ら
と
往
来
し
て
研
究
を
深
め
た
。
こ
の
後
、
彼
は
郷
里
に
松
風
竹
露
邨

舎
と
称
す
る
私
塾
を
開
き
、
全
国
か
ら
弟
子
を
集
め
蘭
式
兵
学
を
教
授
し
た
。﹃
抜
隊
龍
図
解（

56
）﹄（

安
政
三
年
）、﹃
砲
軍
操
法（

57
）﹄（

安
政
四
年
）、

﹃
臥
榻
兵
話
﹄（
文
久
二
年
）
は
、
彼
の
翻
訳
・
著
作
で
あ
る
。
維
新
後
は
、
明
治
元
年
五
月
二
三
日
よ
り
京
都
兵
学
校
の
御
用
掛
・
教
授
と

し
て
新
政
府
に
出
仕
す
る
こ
と
と
な
る
。
同
年
、
一
一
月
八
日
付
で
大
阪
に
移
り
兵
学
権
允
に
補
任
さ
れ
、
三
年
八
月
に
は
兵
学
允
に
進
み
、

同
年
一
〇
月
か
ら
は
大
阪
に
お
い
て
、
翌
月
に
発
布
さ
れ
る
﹁
徴
兵
規
則
﹂
を
控
え
、
徴
兵
掛
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
明
治
四
年
一
一
月
九

日
、
兵
学
少
教
授
と
な
り
、
翌
五
年
正
月
二
六
日
に
は
兵
学
寮
教
授
と
し
て
東
京
に
着
任
し
た
。
こ
の
年
三
月
に
は
、
翌
年
正
月
に
発
布
さ

　
（
一
一
二
七
）
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れ
る
﹁
徴
兵
令
﹂
を
前
に
、
再
び
徴
兵
掛
を
命
ぜ
ら
れ
、
兵
部
大
輔
と
な
っ
て
い
た
山
県
よ
り
徴
兵
令
の
内
容
に
つ
い
て
曾
我
ら
と
と
も
に

諮
問
を
受
け
た（

58
）こ

と
は
有
名
で
あ
る
。
六
年
一
月
二
〇
日
に
は
兵
学
侍
講
御
用
を
命
ぜ
ら
れ
、
明
治
天
皇
に
西
洋
兵
学
を
進
講
す
る
な
ど
学

者
と
し
て
の
栄
誉
に
浴
し
た
が
、
同
年
七
月
退
職
し
、
明
治
二
一
年
、
八
三
歳
で
没
し
た
。

　

大
島
の
新
政
府
へ
の
出
仕
に
関
し
て
は
、
彼
の
長
男
貞
敏
が
、
大
村
の
江
戸
在
住
時
代
の
門
下
生
で
あ
っ
た
と
い
う
人
的
な
つ
な
が
り
も

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
島
の
次
男
貞
恭
も
父
と
共
に
京
都
兵
学
校
に
出
仕
し
、
彼
は
教
授
方
助
役
を
務
め
て
い
た
。
た
だ
、﹃
明

治
過
去
帳
﹄
で
は
貞
恭
に
つ
い
て
﹁
家
学
を
お
さ
め
次
で
原
田
一
道
に
学
ぶ（

59
）﹂

と
も
あ
り
、
幕
末
期
に
お
け
る
洋
学
の
世
界
で
の
人
的
交
流

は
多
重
的
で
非
常
に
興
味
深
い
。

　

さ
て
、
そ
の
大
島
で
あ
る
が
、
彼
は
国
民
皆
兵
の
農
兵
主
義
の
信
望
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
文
久
二
年
刊
行
の
﹃
臥
榻
兵
話
﹄
の
中
で
﹁
府

内
の
人
民
は
二
十
歳
よ
り
三
年
武
技
を
学
ば
し
め
悉
く
兵
と
為
す
の
法
あ
り
、最
妙
也（

60
）﹂

と
西
洋
軍
制
殊
に
徴
兵
制
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、

明
治
政
府
出
仕
後
も
徴
兵
制
の
速
や
か
な
導
入
を
持
論
と
し
て
い
た
。
京
都
兵
学
校
教
授
で
あ
っ
た
明
治
元
年
七
月
に
は
﹁
士
官
教
育
並
農

兵
採
方
見
込
書（

61
）﹂

と
題
す
る
建
言
書
を
作
成
し
、
そ
こ
で
﹁
徴
兵
之
義
（
引
用
者
註
：
明
治
元
年
閏
四
月
制
定
の
陸
軍
編
制
に
よ
る
各
藩
石

割
の
徴
兵
）
は
諸
藩
に
て
も
人
物
相
選
差
出
候
事
。
就
て
は
其
藩
に
て
尋
常
之
勤
仕
致
候
と
は
別
段
之
取
扱
に
て
常
禄
之
外
心
付
等
も
致
し
、

出
勤
中
は
小
者
仲
間
等
付
置
手
数
も
相
懸
り
候
事
之
様
相
見
へ
、
且
人
撰
に
て
差
出
候
事
故
余
程
身
分
之
者
な
と
も
有
之
様
子
に
て
自
然
兵

卒
足
軽
之
体
に
致
使
用
候
事
に
至
り
兼
候
味
有
之
。
行
々
之
御
都
合
如
何
可
有
之
哉
と
奉
存
候
﹂
と
、
士
分
を
兵
士
と
し
て
雇
用
し
た
際
の

維
持
費
の
高
さ
と
指
揮
の
困
難
を
指
摘
し
、﹁
依
り
て
は
西
洋
之
通
農
兵
式
に
御
改
革
御
座
候
は
ゝ
、
諸
藩
の
手
数
も
省
き
御
使
用
に
至
り

候
て
も
仲
間
小
者
同
様
被
召
仕
、
屯
所
内
之
掃
除
土
方
諸
普
請
等
何
事
に
被
召
仕
候
て
も
御
用
便
に
可
相
成
﹂
し
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し

て
、﹁
西
洋
各
国
之
法
少
々
異
同
有
之
候
て
も
皆
農
兵
相
用
ひ
立
派
に
戦
争
も
仕
候
﹂
と
兵
士
と
し
て
の
農
兵
の
力
量
を
強
調
す
る
。
そ
の

上
で
、
徴
兵
軍
隊
の
基
幹
と
な
る
士
官
の
候
補
生
は
﹁
諸
藩
に
被
徴
或
は
農
商
雇
人
之
内
に
て
も
志
願
有
之
者
を
択
に
高
五
万
石
に
付
一
人

　
（
一
一
二
八
）
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つ
ゝ
之
割
合
を
以
士
を
貢
候
様
御
布
告
有
之
、
之
を
学
校
に
て
三
四
年
修
業
為
仕
成
業
之
上
軍
事
之
諸
官
員
に
御
採
用
御
座
候
様
仕
度
﹂
し

と
し
、
そ
れ
ゆ
え
﹁
農
兵
式
御
転
法
之
義
は
今
日
之
事
に
は
無
御
座
（
中
略
）
早
く
も
三
四
年
相
懸
り
候
儀
に
付
右
士
官
之
御
役
只
今
よ
り

被
為
在
候
様
仕
度
此
段
申
上
候
﹂
と
徴
兵
制
の
採
用
の
た
め
に
、
士
官
養
成
を
急
ぐ
べ
き
で
あ
る
と
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

建
言
書
に
は
、
仮
に
五
〇
〇
万
石
と
積
算
し
た
政
府
直
轄
地
へ
の
オ
ラ
ン
ダ
式
農
兵
徴
兵
法
の
適
応
方
法
を
説
明
し
た
別
紙
ま
で
添
付
さ
れ

て
い
る
。
大
島
の
こ
の
建
言
書
の
骨
子
は
、
大
村
が
明
治
二
年
に
三
条
実
美
に
提
出
し
た
﹁
朝
廷
之
兵
制
永
敏
愚
按（

62
）﹂

に
あ
ら
わ
れ
た
建
軍

構
想
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

　

ま
た
、
大
島
は
明
治
二
年
七
月
の
意
見
書
中
、﹁
東
北
戦
争
の
如
き
は
真
に
児
戯
。
若
一
大
事
件
有
之
節
何
を
以
て
可
被
処
哉
、
大
地
球

を
戦
場
と
な
し
大
洋
中
に
相
馳
駆
す
る
の
術
一
策
之
を
誤
れ
は
国
家
の
命
脈
之
に
関
す
。
学
校
は
其
元
帥
将
士
を
鋳
冶
す
る
の
地
、
然
る
に

其
地
其
位
を
不
得
之
を
し
て
政
体
外
に
被
置
候
様
に
て
は
其
業
は
被
行
不
申
。
逐
々
は
兵
学
校
え
御
親
臨
も
被
為
在
、
親
王
華
族
も
御
入
学

無
之
て
は
御
軍
政
は
相
立
不
申（

63
）﹂

と
、
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
ま
た
、
大
村
に
お
い
て
も
共
有
さ
れ
て
い
た
。
同
時
期
の
大
村

の
発
言
に
つ
い
て
、
船
越
衛
の
回
想
に
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
曰
く
、﹁
奥
州
で
戦
争
を
し
た
と
か
、
箱
舘
で
戦
争
を
し
た
と
云
ふ

て
も
、
あ
れ
は
真
の
戦
争
と
い
う
も
の
で
は
な
い
、
其
実
児
戯
に
均
し
き
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
で
マ
ア
内
輪
の
事
な
ら
、
あ
れ
で
も
宜
し
い

が
、
今
日
外
国
と
対
立
す
る
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
充
分
に
兵
も
強
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、（
中
略
）
そ
れ
を
す
る
に
は
、
士
官
が
必

要
で
あ
る
、
故
に
士
官
を
拵
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂
し
、﹁
宮
様
を
一
番
豪
い
大
将
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ（

64
）﹂、

と
。
共
に
蘭
書
か
ら
兵
学
を

学
ん
だ
大
村
や
大
島
は
、
自
ら
の
建
軍
構
想
の
足
場
を
共
に
洋
式
兵
学
と
い
う
地
平
に
見
出
し
、
そ
こ
か
ら
兵
学
の
輸
入
段
階
に
応
じ
て
蘭

式
か
ら
仏
式
へ
と
視
点
を
転
換
し
つ
つ（

65
）新

軍
隊
の
建
設
に
つ
い
て
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
故
、
大
島
の
計
画
に
も
、
も
と
よ
り
大
村
遺
策
派
に
お
い
て
異
論
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
大
村
の
死
に
よ
っ
て
当

初
の
計
画
は
大
幅
な
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
。
大
阪
の
拠
点
化
に
当
面
の
目
標
を
絞
っ
た
山
田
ら
大
村
遺
策
派
上
層
部
は
、
既
に
見

　
（
一
一
二
九
）
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た
よ
う
に
兵
制
に
つ
い
て
は
大
久
保
派
の
藩
兵
論
に
譲
歩
す
る
も
や
む
な
し
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
久
保
派
と
の
妥
協
に
お

い
て
特
に
大
島
が
問
題
視
し
た
の
は
兵
学
寮
卒
業
生
の
取
り
扱
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
﹁
学
校
に
て
三
四
年
修
業
為
仕
成
業
之
上
軍
事

之
諸
官
員
に
御
採
用
御
座
候
様
仕
度
﹂
と
考
え
て
い
た
も
の
の
、
前
原
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
両
派
の
折
衷
案
で
は
、
卒
業
生
は
帰
藩
さ

せ
各
藩
に
お
い
て
藩
士
の
教
導
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
を
大
島
は
東
京
の
山
田
顕
義
宛
書
簡
に
お
い
て
痛
烈
に
批

判
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、﹁
朝
廷
御
入
用
之
生
徒
を
御
選
挙
有
之
、
逐
々
是
に
農
兵
を
組
合
せ
、
一
昨
秋
私
共
建
白
之
通
り
、
親
衛

之
御
兵
制
被
為
立
候
事
と
相
考
居
候
処
、
四
月
の
御
布
告
甚
以
外
。
学
校
は
諸
藩
の
為
に
被
設
候
様
相
成
、
結
局
如
何
被
成
候
事
哉
、
愚
昧

貞
薫
等
敢
て
窺
得
難
く
、
原
田
権
頭
之
説
に
は
此
生
徒
を
諸
藩
に
帰
し
諸
藩
之
兵
制
を
一
に
し
而
し
て
七
道
に
鎮
台
を
置
き
両
京
に
は
諸
道

之
鎮
台
よ
り
兵
を
勤
番
せ
し
む
る
の
法
な
り
と
い
へ
り
。
此
法
は
本
邦
の
古
法
に
も
基
き
西
洋
の
法
に
も
此
制
あ
り
て
決
し
て
悪
敷
に
は
こ

れ
な
く
、
乍
去
方
今
左
様
の
緩
法
に
て
は
い
つ
か
用
に
立
候
も
の
出
来
可
申
哉
甚
し
き
迂
論
に
は
あ
ら
さ
る
や
。
当
今
の
処
は
今
の
生
徒
を

教
育
し
て
之
を
心
核
と
な
し
速
に
親
衛
軍
を
編
制
す
る
第
一
の
急
務
な
る
へ
し
。（
中
略
）
朝
廷
の
兵
備
を
被
為
建
候
に
、
如
此
鄙
猥
の
小

人
論
を
以
て
根
基
を
被
為
建
候
様
の
事
に
て
は
、
其
兵
も
亦
鄙
猥
の
兵
と
な
り
。
朝
威
を
振
ひ
諸
藩
を
圧
し
外
国
の
侮
り
を
禦
く
の
兵
と
は

相
成
申
間
敷
﹂
と
あ
る
。
そ
し
て
、﹁
鄙
猥
の
小
人
論
﹂
な
ど
と
い
う
舌
鋒
厳
し
い
批
判
の
矛
先
は
、
本
省
か
ら
着
任
し
た
ば
か
り
の
兵
学

寮
ト
ッ
プ
の
原
田
一
道
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
東
京
に
お
け
る
大
久
保
派
と
の
熾
烈
な
駆
け
引
き
と
は
離
れ
た
位
置
に
あ
っ
た
大
島
は
、
学

者
と
し
て
原
則
論
の
立
場
か
ら
大
村
の
遺
策
の
推
進
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。

　

同
志
か
ら
批
判
さ
れ
た
格
好
と
な
っ
た
原
田
も
、
オ
ラ
ン
ダ
留
学
の
経
験
ま
で
持
つ
大
村
遺
策
派
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
り
、
大
島
の

主
張
も
十
分
理
解
は
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
﹁
先
生
﹂
と
呼
び（

66
）敬

愛
し
た
大
村
は
す
で
に
亡
く
、
省
内
に
も
黒
田
や
川

村
ら
大
久
保
派
を
抱
え
る
中
で
、
両
派
に
お
い
て
は
大
輔
前
原
に
よ
る
折
衷
案
が
合
意
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
状
況
で
、
大
村
の
遺
策
を
そ
の

ま
ま
進
め
る
の
は
事
実
上
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
藩
が
存
在
す
る
中
で
の
農
兵
を
主
体
と
し
た
直
属
軍
隊
の
建
設
は
、
仮
に
大

　
（
一
一
三
〇
）
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村
が
存
命
し
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
実
現
に
は
大
き
な
困
難
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
操
業
に
こ
ぎ
着
け
ら
れ
た
大
阪
兵
学
寮
に
つ
い
て
、
当
時
の
寮
内
の
状
況
が
窺
え
る
史
料
は
決
し
て
多
く
な
く
、
今
日

で
は
兵
学
寮
関
係
者
の
回
顧
録
等
に
そ
の
多
く
を
頼
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。
し
か
し
、
梅
渓
昇
氏
が
発
見
し
た
﹁
明
治
三
年
頃
風
聞

書
﹂（
二
種
類（

67
））

や
、
柳
生
悦
子
氏
に
よ
っ
て
通
説
が
批
判
的
に
再
検
討
さ
れ
た
﹁
青
年
舎
夢
之
記（

68
）﹂

な
ど
は
、
当
局
者
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
同
時
代
の
文
書
で
あ
り
、当
時
の
寮
内
を
知
る
上
で
出
色
の
史
料
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、兵
学
寮
の
教
官
同
士
に
止
ま
ら
ず
、様
々

な
次
元
で
寮
内
の
不
協
和
音
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

梅
渓
氏
は
二
種
の
﹁
風
聞
書
﹂
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
一
方
は
特
定
の
兵
学
寮
教
官
に
対
す
る
怨
嗟
に
満
ち
た
内
容
に
な
っ
て
お
り
、
も

う
一
方
は
﹁
学
者
規
則
大
意
﹂
な
る
も
の
が
中
心
の
建
言
書
の
よ
う
な
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
前
者
﹁
風
聞
書
﹂
の
内
容
を
見
て

み
た
い
。
同
文
書
中
、﹁
兵
学
寮
之
生
徒
﹂
は
以
下
の
五
種
類
と
さ
れ
て
い
る
。

　

其
一　

教
導
隊

　

是
は
昨
年
九
月
揖
斐
と
同
時
に
東
京
よ
り
集
り
来
候
七
八
十
人
程
有
之
、
此
内
七
分
は
長
州
三
分
程
は
備
前
人
、
此
は
皆
弐
両
つ
つ
之

月
給
を
賜
り
、
其
外
諸
費
へ
も
被
下
候
事
の
よ
し
。

　

其
二　

兵
学
寮

　

是
は
当
正
月
四
日
并
四
日
（
引
用
者
註
：
月
カ
）
朔
日
大
坂
に
て
諸
藩
よ
り
入
学
凡
百
人
と
人
員
相
定
り
、
一
个
月
弐
両
三
分
つ
つ
月

棒
相
収
め
、
自
費
を
以
て
入
寮
之
者
。

　

其
三　

屯
所
兵
隊

　

是
は
当
二
月
長
州
因
州
備
前
に
弐
百
人
つ
つ
被
命
候
て
差
出
し
、
諸
費
は
其
藩
よ
り
相
弁
し
居
、
其
内
因
州
は
不
残
引
取
、
長
州
は
又

　
（
一
一
三
一
）
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三
百
人
程
加
り
、
此
分
渾
て
兵
隊
と
申
名
目
に
て
諸
取
扱
之
に
準
す
。

　

其
四　

青
年
学
舎

　

是
は
四
月
二
日
之
御
布
告
（
引
用
者
註
：
実
際
に
は
三
日
）
に
て
同
月
廿
日
迄
に
諸
藩
依
願
入
学
被
差
計
候
御
趣
意
之
者
。

　

其
五　

幼
年
学
舎

　

是
は
昨
年
来
横
浜
に
て
仏
人
ピ
ュ
ラ
ン
及
サ
ミ
ー
と
申
両
人
教
師
よ
り
語
学
伝
習
之
者
三
拾
五
人
当
五
月
中
旬
着
坂
。

　
﹁
風
聞
書
﹂
で
は
こ
こ
か
ら
寮
内
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
屯
所
兵
隊
と
教
導
隊
・

教
官
と
の
対
立
で
あ
る
。
兵
学
寮
に
は
仏
式
伝
習
の
た
め
に
教
導
隊
の
出
身
藩
と
同
じ
山
口
・
岡
山
・
鳥
取
藩
士
が
屯
所
兵
と
し
て
入
っ
て

い
た
。
し
か
し
、
原
田
や
揖
斐
が
寮
内
に
お
け
る
彼
ら
の
佩
刀
を
禁
じ
た
こ
と
か
ら
鳥
取
藩
士
が
騒
動
を
起
こ
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
﹁
因
州

は
不
残
引
取
、
長
州
は
又
三
百
人
程
加
﹂
る
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
屯
所
兵
隊
の
監
督
に
は
﹁
教
導
隊
の
先
進
之
者
﹂
を
隊

中
諸
官
員
と
し
て
そ
れ
に
当
た
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
と
も
に
士
分
で
あ
り
、
屯
所
兵
隊
は
﹁
何
も
身
分
の
下
り
し
者
に
は
無

之
﹂
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
寮
内
で
は
軍
隊
と
し
て
の
新
し
い
階
級
秩
序
が
徹
底
さ
れ
て
お
り
、﹁
教
導
隊
之
者
よ
り
は
屯
所
隊
之
者
は
不

残
呼
捨
に
て
（
中
略
）
日
々
の
飯
焚
風
呂
焚
野
菜
塩
味
の
買
物
無
刀
に
て
市
中
の
来
往
親
兄
弟
に
為
見
候
は
ゝ
何
と
可
申
哉
。
毫
も
期
限
を

誤
れ
は
忽
ち
厳
罰
を
蒙
り
誠
に
浅
間
し
き
身
分
に
成
行
候
也
。
実
に
言
語
道
断
之
事
（
愁
苦
に
不
堪
咄
し
）
の
み
多
く
相
聞
へ
候
（
よ
し
）。

操
練
等
厳
酷
に
（
は
無
理
に
）
稽
古
為
致
候
て
も
往
々
朝
廷
の
御
用
を
な
し
候
事
は
千
万
無
覚
束
相
見
へ
申
候
。
此
兵
隊
の
管
轄
規
則
と
申

者
は
揖
斐
章
の
専
ら
取
扱
候
事
に
て
、
原
田
も
亦
深
く
之
に
委
任
し
事
甚
残
酷
に
至
り
、
教
育
の
慈
愛
と
申
者
毫
も
無
之
故
人
心
離
反
、
多

く
は
事
に
寄
せ
病
に
托
し
日
々
の
課
業
を
の
避
れ
ん
と
す
。﹂
る
状
態
を
招
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
屯
所
兵
隊
の
不
満
は
そ
の
後
爆
発
寸
前

に
ま
で
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
、﹁
風
聞
書
﹂
で
は
﹁
因
州
は
不
残
脱
走
し
て
国
に
帰
り
長
備
も
憤
激
し
て
一
揆
を
起
す
の
勢
ひ
に
迫
り
、

　
（
一
一
三
二
）
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原
田
揖
斐
に
天
誅
を
加
ふ
る
の
説
専
ら
有
之
。
両
人
と
も
諸
方
に
逃
れ
あ
る
き
夜
分
も
二
夜
と
同
所
に
は
泊
り
不
申
。
夫
程
の
事
に
て
も
不

相
替
強
情
の
み
張
居
、
彼
力
を
以
て
す
れ
は
我
も
力
を
以
て
是
を
挫
か
さ
る
へ
か
ら
す
と
て
京
橋
の
門
際
に
壱
万
発
の
弾
薬
を
用
意
し
て
教

導
隊
を
以
て
屯
所
兵
を
打
挫
の
用
意
ま
て
致
し
候
由
、
屯
所
兵
も
何
分
朝
廷
の
勢
ひ
を
以
て
被
圧
候
事
故
如
何
と
も
致
方
無
之
、
遂
に
負
て

仕
廻
、
三
十
人
程
は
暫
く
禁
錮
せ
ら
れ
糺
問
方
に
て
被
相
糺
（
入
牢
体
の
事
に
も
相
成
飯
と
水
と
の
み
与
）
魁
首
は
入
牢
体
の
事
に
て
飯
と

水
と
の
み
被
与
と
か
申
風
聞
に
候
。﹂
ゆ
え
、﹁
屯
所
兵
隊
は
迚
も
御
用
ひ
に
不
相
成
も
の
﹂
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
青
年
学
舎
生
徒
に
つ
い
て
は
、﹁
去
冬
押
詰
寮
よ
り
散
し
出
を
以
て
急
に
集
め
、
極
月
廿
八
日
に
検
査
し
て
正
月
四
日
に
入
学
、

只
人
に
て
さ
へ
あ
れ
は
宜
し
と
申
事
に
て
学
問
才
芸
の
試
も
極
の
疎
な
る
訳
。
夫
故
真
に
玉
石
混
淆
四
月
朔
日
の
入
寮
も
亦
同
断
。
一
体
原

田
の
論
と
申
者
は
文
辞
等
は
役
に
立
不
申
。
今
日
支
体
健
強
に
て
胆
力
さ
へ
あ
れ
は
夫
に
て
足
る
。
学
者
と
云
ふ
も
の
は
用
に
不
立
と
申
事

に
て
こ
れ
真
の
持
論
に
て
候
故
検
査
と
い
ふ
は
医
者
の
攻
め
の
み
。
其
他
は
僅
に
姓
名
え
お
書
す
る
位
の
こ
と
を
試
し
□虫

損

り
。﹂
と
原
田
に

よ
る
体
力
に
偏
向
し
た
入
寮
選
考（

69
）の

仕
方
を
ま
ず
問
題
視
し
て
い
る
。
続
い
て
、
本
来
兵
学
の
修
得
が
主
で
あ
る
べ
き
士
官
候
補
生
に
﹁
最

初
に
少
し
も
馴
さ
る
内
に
甚
敷
馳
足
を
為
致
、
足
い
ま
た
沓
に
馴
れ
す
忽
に
足
を
腫
ら
し
、
初
一
个
月
は
程
は
歩
行
の
出
来
ぬ
も
の
斗
な
り
。

（
中
略
）
之
を
以
て
生
徒
の
胆
を
奪
ひ
此
稽
古
は
厳
な
り
と
て
人
気
を
挫
く
の
柄
と
な
せ
し
な
り
。
此
の
生
徒
な
く
と
も
斯
る
事
に
長
く
労

さ
せ
て
は
其
倦
に
堪
へ
す
遂
に
は
腐
物
と
な
る
に
至
る
。﹂
と
青
年
舎
の
教
育
方
法
に
疑
問
を
呈
し
つ
つ
、
そ
の
責
任
に
つ
い
て
﹁
揖
斐
章

の
仏
人
に
伝
習
せ
る
は
一
周
年
足
ら
ず
。
其
習
得
し
事
は
実
に
僅
也
。
生
徒
の
覚
る
に
従
て
こ
れ
を
教
ゆ
れ
は
数
日
な
ら
す
し
て
事
尽
る
に

至
る
へ
し
。
小
隊
の
業
位
は
伝
習
せ
し
事
と
見
ゆ
れ
と
も
大
隊
に
至
て
は
瞑
捜
模
索
し
て
為
せ
る
業
の
如
し
。
大
隊
の
主
意
甚
相
違
の
事
あ

り
て
見
る
へ
か
ら
さ
る
も
の
あ
り
。
是
を
以
て
朝
廷
武
学
の
教
師
と
な
し
之
を
諸
藩
兵
の
準
的
と
為
ん
と
す
。
可
歎
之
事
な
ら
す
や
。﹂
と

揖
斐
の
伝
習
能
力
の
問
題
に
帰
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
﹁
風
聞
書
﹂
に
お
い
て
や
り
玉
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
原
田
と
揖
斐
で
あ
る
。
原
田
に
つ
い
て
は
更
に
、﹁
原
田
の
性
質

　
（
一
一
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三
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た
る
や
頑
且
酷
而
し
て
反
覆
常
な
し
。
昨
日
の
事
は
今
日
変
す
。
此
事
は
省
之
人
に
も
能
知
れ
る
処
に
し
て
近
頃
は
日
々
決
議
の
事
は
一
々

小
印
を
押
て
証
を
取
る
事
と
な
れ
り
、
平
日
何
の
議
論
に
て
も
理
を
非
に
抂
け
て
も
押
付
る
事
原
田
質
也
、
其
論
の
窮
す
る
時
は
欧
羅
巴
州

は
皆
か
様
な
る
も
の
な
れ
と
日
本
人
は
開
け
さ
る
故
な
り
と
申
て
強
情
に
押
付
け
て
仕
廻
ふ
故
、
心
付
の
事
あ
り
て
も
人
の
云
ふ
事
な
と
は

決
し
て
容
れ
す
。
人
を
遣
ふ
事
な
と
も
甚
苛
毒
迚
も
棟
梁
と
し
て
可
用
器
に
は
無
之
候
。﹂
と
述
べ
、
揖
斐
に
つ
い
て
も
﹁
章
の
人
と
な
り

や
奸
才
あ
り
て
狡
猾
に
事
を
所
す
故
に
、
省
の
大
小
丞
な
と
も
幻
惑
し
て
揖
斐
は
人
材
な
り
と
思
へ
る
な
り
。﹂
と
、
と
も
に
相
当
厳
し
い

評
価
を
下
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、﹁
風
聞
書
﹂
の
作
者
は
、
揖
斐
の
操
練
技
術
を
冷
静
に
観
察
す
る
だ
け
で
な
く
、
兵
学
寮
生
徒
の
﹁
糞
土
塵

芥
の
如
﹂
き
取
り
扱
い
を
問
題
視
す
る
際
も
﹁
和
蘭
に
て
学
寮
の
生
徒
を
待
遇
す
る
な
と
は
殊
の
外
手
厚
も
の
に
て
食
事
も
宜
く
稽
古
中
に

も
茶
或
は
麦
酒
な
と
を
与
へ
、
其
外
学
校
掟
書
の
如
く
大
切
に
い
た
し
候
﹂
と
、
オ
ラ
ン
ダ
の
士
官
学
校
に
お
け
る
生
徒
の
待
遇
な
ど
を
引

き
合
い
に
出
す
な
ど
、
相
当
専
門
的
知
識
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
た
め
、﹁
風
聞
書
﹂
は
文
字
通
り
寮
内
の
風
聞
を

書
き
留
め
た
だ
け
の
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
あ
る
一
定
の
意
図
が
あ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
立
場

の
人
物
が
ど
う
い
っ
た
目
的
の
内
に
記
述
し
た
物
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、﹁
風
聞
書
﹂
に
お
い
て
、﹁
兵
学
寮
之
生
徒
﹂
の
分
類
の
直
後
に
﹁
右
大
意
は
教
導
隊
は
速
成
を
主
と
し
歩
兵

練
法
の
み
出
来
候
は
は
、
是
に
兵
卒
を
組
み
合
せ
即
今
の
御
備
へ
に
致
し
候
事
の
よ
し
。
次
に
兵
学
寮
生
徒
及
ひ
青
年
生
徒
を
合
し
て
之
に

騎
兵
砲
兵
を
も
編
束
し
且
築
造
学
用
兵
学
も
一
通
り
為
学
、
両
三
年
の
後
農
兵
を
採
て
之
に
組
合
せ
幼
年
学
舎
生
徒
の
大
成
迄
を
保
ち
可
申

見
込
の
事
。
此
大
意
の
次
第
に
候
へ
は
順
序
も
至
極
宜
し
く
逐
々
農
兵
御
取
立
の
手
順
に
可
至
﹂
と
あ
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
を
出

発
点
と
し
て
、
先
述
の
屯
所
兵
隊
の
問
題
や
、
兵
学
寮
青
年
舎
の
あ
り
方
が
述
べ
ら
れ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
に
見
る
と
、
一
見
同
情
に
満
ち
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
屯
所
兵
隊
に
関
す
る
記
述
に
も
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
作
者
の
意
図
が
浮
か
び
上
が

　
（
一
一
三
四
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っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
起
草
者
の
論
で
い
く
と
、
屯
所
兵
隊
に
藩
兵
を
用
い
た
場
合
そ
れ
は
﹁
往
々
藩
に
帰
り
其
藩
の
用
に
充
て
候
見
込

之
者
に
て
、
朝
廷
の
兵
と
定
り
し
者
に
は
相
見
え
不
申
﹂
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
身
分
で
あ
る
屯
所
兵
隊
と
教
導
隊
の
摩
擦
は
不
可

避
で
あ
る
た
め
、
つ
い
に
は
教
導
隊
が
﹁
壱
万
発
の
弾
薬
﹂
で
粉
砕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
態
と
な
る
。
つ
ま
り
、
屯
所
兵
隊
に

藩
兵
を
用
い
る
と
そ
の
統
御
の
困
難
さ
は
必
然
的
帰
結
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
速
や
か
に
﹁
農
兵
御

取
立
の
手
順
に
﹂
入
る
べ
き
と
の
結
論
に
行
き
つ
く
よ
う
な
論
理
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
玉
石
混
淆
四
月
朔
日
の
入
寮

も
亦
同
断
﹂
と
さ
れ
た
青
年
舎
に
つ
い
て
は
、
四
月
三
日
付
の
太
政
官
布
告
を
も
っ
て
諸
藩
か
ら
の
貢
進
生
の
募
集
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い

た
。
そ
れ
は
﹁
大
藩
四
人
迄
、
中
藩
三
人
迄
、
小
藩
五
万
石
以
上
二
人
迄
、
小
藩
五
万
石
以
下
一
人
﹂
の
依
願
入
学
を
許
可
す
る
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
強
制
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
多
く
の
生
徒
の
入
寮
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
状
況
が
大
幅
に
改
善
さ
れ
る
と

は
思
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
将
来
の
農
兵
の
徴
募
に
は
﹁
築
造
学
用
兵
学
﹂
な
ど
専
門
的
知
識
を
備
え
た
士
官
の
存
在
が
大
前

提
で
あ
り
、
そ
の
要
求
は
、
貢
進
生
の
強
制
的
な
募
集
に
加
え
、
そ
の
学
科
教
育
の
充
実
と
い
っ
た
課
題
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
も
の
で
あ

っ
た
。

　

梅
渓
氏
は
紹
介
し
た
二
つ
の
﹁
風
聞
書
﹂
の
う
ち
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
書
所
収
の
﹁
学
舎
規
則
大

意
﹂
の
内
容
が
、明
治
三
年
九
月
に
大
島
貞
薫
が
作
成
し
た
﹁
兵
学
寮
運
営
に
関
す
る
建
言
書
付
学
舎
規
則
大
意
﹂
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
か
ら
、

こ
の
起
草
者
を
大
島
と
断
定
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
﹁
風
聞
書
﹂
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、﹁
内
容
を
み
る

と
互
い
に
異
筆
の
よ
う
で
あ
﹂
る
と
し
、
起
草
者
に
つ
い
て
の
判
断
は
保
留
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
﹁
風
聞
書
﹂
の
内
容
を
検
討
し
て

み
る
と
、
農
兵
の
徴
募
や
士
官
養
成
の
あ
り
方
に
関
す
る
考
え
方
は
、
先
述
の
明
治
元
年
七
月
付
大
島
意
見
書
﹁
士
官
教
育
並
農
兵
採
方
見

込
書
﹂
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
屯
所
兵
隊
は
武
士
で
は
な
く
一
般
徴
兵
に
す
べ
き
と
の
論
を
も
つ
起
草
者
は
、
梅

渓
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
﹁
脱
刀
に
反
対
す
る
保
守
的
思
想
の
持
主
﹂
で
あ
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
脱
刀
の
問
題
は
む
し
ろ
藩
兵
の
統
御

　
（
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の
難
し
さ
を
言
う
た
め
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
原
田
ら
に
対
す
る
厳
し
い
批
判
や
、﹁
農
兵
﹂・﹁
和
蘭
﹂
な
ど
の
キ
ー
ワ

ー
ド
を
手
が
か
り
に
分
析
す
る
と
、
こ
の
﹁
風
聞
書
﹂
も
ま
た
大
島
の
作
か（

70
）、

あ
る
い
は
彼
と
極
め
て
近
い
考
え
を
も
つ
兵
学
寮
教
官
ク
ラ

ス
以
上
の
人
物
に
よ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　

一
方
、
柳
生
氏
が
分
析
し
た
﹁
青
年
舎
夢
之
記
﹂
は
青
年
学
舎
に
在
籍
し
て
い
た
貢
進
生
が
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
寮
の
実
相
や
生
徒
の

意
識
が
垣
間
見
え
る
興
味
深
い
史
料
で
あ
る（

71
）。

そ
こ
に
は
先
ず
、
兵
学
寮
の
外
観
に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。﹁
寮
の
大
さ
、
周
囲

約
四
百
全
八
歩
強
に
し
て
階
楼
あ
り
、
四
面
を
巡
る
。
其
の
東
西
に
二
門
を
開
き
、
四
隅
に
尿
場
あ
り
。
場
の
側
に
梯
あ
り
。
其
の
他
皆
な

平
坦
方
形
な
り
。﹂。
そ
し
て
、
青
年
舎
に
は
﹁
毎
室
に
必
ず
軍
曹
を
置
く
﹂
と
あ
る
。
軍
曹
と
は
、
教
導
隊
か
ら
青
年
舎
生
徒
の
監
督
に
派

遣
さ
れ
た
者
で
あ
り
、
中
で
も
週
番
士
官
の
規
律
に
対
す
る
厳
格
さ
は
す
さ
ま
じ
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
曰
く
、﹁
週
番
所
と
名
く
。
夫
皆

旧
生
徒
を
以
て
之
に
充
た
す
。
則
ち
生
徒
の
出
入
り
を
閲
す
る
所
に
し
て
（
中
略
）
厳
の
格
一
に
し
て
略
一
分
時
限
を
過
る
も
必
ず
適
宜
の

罰
有
り
と
。
恐
る
可
し
。
恐
る
可
し
。﹂
と
。
実
際
﹁
青
年
舎
夢
之
記
﹂
の
著
者
も
﹁
帰
期
一
分
を
誤
り
、一
週
間
の
禁
則
を
受
た
り
。﹂
と
、

門
限
に
一
分
遅
刻
し
た
罰
と
し
て
一
週
間
の
外
出
禁
止
と
い
う
処
分
を
受
け
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
い
か
に
も
不
満
だ
っ
た
よ
う
で
﹁
彼

の
週
番
の
士
、
一
意
区
々
の
規
則
を
奉
じ
、
大
事
の
在
る
処
を
弁
ぜ
ず
、
少
箇
俸
楮
幣
を
甘
じ
、
意
気
揚
々
、
自
負
色
を
為
す
。
実
に
士
の

下
流
に
も
置
難
き
者
故
、
僕
彼
輩
と
是
非
長
短
を
争
ふ
を
慙
ず
﹂
と
週
番
士
官
を
批
判
し
、
後
は
﹁
彼
吏
の
顔
、
恰
も
蟹
を
蹂
躙
せ
し
如
く
、

或
い
は
馬
酒
箇
を
嚊
く
に
異
な
ら
ず
。
其
の
貌
は
則
家
鴨
の
筐
を
負
ふ
に
彷
彿
た
り
。﹂
と
こ
き
下
ろ
し
鬱
憤
を
晴
ら
し
て
い
る
。
週
番
士

官
の
厳
格
さ
は
先
の
﹁
風
聞
録
﹂
に
お
い
て
も
、﹁
教
導
隊
よ
り
取
締
り
と
申
者
を
付
て
、
日
々
の
食
事
人
数
揃
遊
歩
の
帰
り
等
些
少
刻
限

違
ひ
候
供
三
日
五
日
の
禁
足
を
命
し
、
生
徒
の
越
度
を
探
索
す
る
事
の
み
を
主
と
し
、
彼
残
酷
甚
だ
し
く
此
生
徒
に
も
及
ほ
し
来
り
生
徒

日
々
恟
々
と
し
て
病
と
称
し
て
病
院
に
入
る
も
の
一
時
三
四
十
人
に
至
る
。﹂
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
教
導
隊
は
自
ら
が
伝
習
を
受
け
た
厳

し
い
仏
式
操
練
と
同
様
の
厳
格
さ
を
も
っ
て
生
徒
の
監
督
に
臨
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
一
一
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六
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ま
た
﹁
青
年
舎
夢
之
記
﹂
で
は
、
講
義
の
様
子
も
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、﹁
時
又
報
あ
り
。
先
生
又
場
に
止
る
。

行
き
て
講
義
を
可
聞
と
。
衆
徒
走
て
講
堂
に
至
る
。
至
れ
ば
則
ち
先
生
正
面
に
あ
り
。
舌
鼓
一
両
咳
声
三
四
説
出
す
、
堡
障
略
典
・
陸
軍
日

典
。
曰
く
更
に
野
堡
砦
防
禦
の
力
を
増
添
す
る
為
め
に
堡
の
内
或
は
外
に
土
或
は
木
石
を
設
け
本
塁
放
火
の
射
程
内
に
在
ら
し
む
。﹂
と
あ

る
。
講
義
で
は
﹃
堡
障
略
典（

72
）﹄

や
﹃
陸
軍
日
典
﹄
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
が
用
い
ら
れ
た
と
あ
る
が
、
前
者
の
原
書
は
蘭
書（

73
）で

あ
り
、
後
者
は
フ

ラ
ン
ス
陸
軍
の
内
務
書
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
阪
兵
学
寮
で
は
仏
式
に
則
っ
た
士
官
養
成
と
い
う
建
前
な
が
ら
、
実

際
に
は
蘭
書
の
翻
訳
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
講
義
も
行
わ
れ
て
い
た
、
と
い
う
よ
り
も
、
実
際
に
は
内
務
書
と
歩
兵
操
典
以
外
の
テ
キ
ス
ト
は
全

て
蘭
書
が
種
本
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
曾
我
の
回
顧
録
に
も
﹁
術
科
教
師
は
仏
国
下
士
と
旧
幕
伝
習
士
官
を
用
ひ
、
揖
斐
章
と
云
ふ
の

が
筆
頭
で
（
中
略
）
学
科
は
蘭
書
に
拠
る
の
で
蘭
学
者
を
教
員
と
し
た（

74
）﹂

と
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
田
島
応
親
の
回
想
に

﹁
旧
幕
府
の
末
、
和
蘭
の
練
兵
書
を
訳
し
て
和
蘭
式
と
思
つ
て
や
つ
て
居
り
ま
し
た
が
、
後
に
之
を
能
く
調
査
し
て
見
ま
す
と
、
和
欄
は
元

仏
蘭
西
か
ら
伝
習
し
た
国
で
、
そ
の
当
時
の
練
兵
は
総
体
の
文
面
は
和
蘭
語
で
書
い
て
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
号
令
だ
け
は
全
く
仏
蘭
西
語

で
書
い
て
あ
り
ま
し
た（

75
）。﹂

と
あ
る
よ
う
に
、
蘭
式
と
仏
式
に
つ
い
て
は
歩
兵
操
典
上
の
差
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ
た
の
が
実
情
で
あ
り
、
兵

学
寮
で
も
仏
式
採
用
と
い
え
ど
も
三
兵
戦
術
そ
の
他
の
理
論
に
蘭
式
兵
学
が
残
っ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る（

76
）。

し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
事
情
を
知
ら
な
い
生
徒
が
、
講
義
中
に
教
官
に
対
し
﹁
此
書
ホ
ル
ラ
ン
ト
の
原
本
に
し
て
、
今
仏
を
用
ゆ
る
に
当
り
、
之
を
講
ず
る
は
何

そ
や
。
蓋
し
蘭
・
仏
を
同
ふ
す
る
や
、
将
異
る
や
、
痴
心
両
途
に
徘
徊
す
。
謹
て
教
示
を
乞
ふ
。﹂
と
質
問
し
、
さ
ら
に
﹁
訳
書
た
る
や
、

人
に
読
み
や
す
か
ら
し
め
ん
為
め
に
す
。
故
に
一
読
其
義
を
了
解
す
可
し
。
而
し
て
先
生
場
に
上
り
、
講
々
便
々
章
を
叩
き
、
字
を
砕
き
、

恰
も
小
児
に
物
を
教
ゆ
る
か
如
く
す
。
其
故
何
ぞ
や
﹂
と
授
業
批
判
ま
で
行
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
教
官
が
﹁
此
等
の
事
未
た
汝
の

輩
の
能
く
了
解
す
る
処
に
非
す
。
宜
し
く
一
意
に
勉
励
せ
は
自
か
ら
明
亮
な
ら
ん
。
亦
口
を
開
く
な
か
れ
﹂
と
激
怒
す
る
の
に
対
し
、
生
徒

は
﹁
燕
雀
何
そ
鴻
鵠
の
志
を
知
ら
ん
。
先
生
亦
斗ト

シ
ョ
ウ筲
な
る
乎
﹂
と
手
を
叩
い
て
笑
っ
て
い
る
。

　
（
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そ
の
よ
う
な
彼
ら
も
、
操
練
担
当
の
教
官
は
よ
ほ
ど
恐
ろ
し
い
存
在
だ
っ
た
と
見
え
、﹁
僕
誤
て
生
な
が
ら
此
地
獄
に
陥
る
、
閻
魔
未
だ

面
を
接
せ
ず
と
雖
も
、
一
面
せ
ば
必
ず
其
面
に
唾
せ
ん
の
み
。
君
乞
ふ
徐
に
計
れ
。
今
に
当
て
は
三
十
六
計
、
唯
親
の
病
に
在
る
の
み
と
。

揖
し
て
而
し
て
去
る
﹂
と
、
お
そ
ら
く
揖
斐
を
指
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
教
官
を
﹁
閻
魔
﹂
と
表
現
し
て
い
る
。
揖
斐
は
、
軍
律
に
厳
し
く
、

ま
た
彼
が
旧
幕
府
の
士
官
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
と
か
く
批
判
や
怨
嗟
の
的
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
三
年
六
月
一
二
日
の
谷
干
城
の

日
記
に
は
﹁
大
阪
兵
部
省
付
き
兵
学
校
の
内
、
歩
兵
の
練
兵
に
掛
る
人
は
伊
斐
章
、
原
田
吾
市
と
云
者
の
由
な
り
。
伊
斐
氏
は
（
中
略
）
練

兵
の
規
則
至
て
厳
し
、
平
常
雨
中
た
り
と
も
兵
卒
に
傘
を
許
さ
ず
と
云
。
皆
な
小
き
か
む
り
が
さ
に
て
暑
中
た
り
と
も
羅
紗
の
洋
服
を
脱
か

令
め
す
と
云
。
其
の
局
に
入
る
者
は
皆
廃
刀
せ
り
と
云
へ
り
。
陣
営
中
の
規
則
は
至
極
宜
し
と
聞
ゆ
。
只
余
り
に
厳
に
過
る
は
君
父
の
難
と

雖
も
入
営
中
は
退
営
を
許
さ
ず
と
云
へ
り（

77
）﹂

と
あ
り
、
四
年
二
月
の
彼
の
日
記
に
は
﹁
此
生
徒
は
藩
の
選
抜
せ
る
士
官
也
。
彼
等
直
に
士
官

に
も
成
る
べ
き
心
組
の
所
、
一
兵
卒
と
し
て
旧
幕
人
衣
斐
章
に
叱
使
せ
ら
る
ゝ
を
以
て
不
平
甚
し
。
且
、
中
村
重
遠
（
引
用
者
註
：
土
佐
藩

出
身
、
当
時
兵
部
権
大
録
）
に
欺
か
れ
た
る
が
如
く
云
て
尤
中
村
を
怒
る（

78
）﹂

と
書
き
留
め
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
兵
学
寮
で
は
、
厳
し
い
訓
練
や
軍
律
を
徹
底
さ
せ
よ
う
と
す
る
原
田
・
揖
斐
に
対
し
、
屯
所
兵
隊
を
農
兵
と
し
、
青
年
舎
生

徒
の
待
遇
を
改
善
す
べ
し
と
主
張
す
る
大
島
が
い
た
。
そ
し
て
、
屯
所
兵
隊
と
教
導
隊
と
の
鋭
い
対
立
は
、
鳥
取
藩
出
身
屯
所
兵
隊
の
脱
退

や
騒
動
を
引
き
起
こ
し
た
。
原
田
・
揖
斐
ら
は
こ
れ
に
対
し
、
教
導
隊
を
用
い
て
徹
底
弾
圧
を
加
え
、
騒
動
の
首
謀
者
ら
三
〇
名
を
禁
錮
処

分
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
強
圧
的
対
応
は
問
題
の
抜
本
的
解
決
に
は
な
ら
ず
、
逆
に
屯
所
兵
隊
の
不
満
を
さ
ら
に
募
ら
せ
る
結
果

を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　

大
阪
兵
部
省
に
お
け
る
最
高
官
は
少
輔
の
久
我
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
下
阪
し
て
間
も
な
い
明
治
三
年
三
月
二
五
日
、
東
京
の
前
原
に
﹁
大

至
急
﹂
と
書
い
た
書
簡（

79
）を

送
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、﹁
大
阪
今
般
陸
軍
御
創
業
之
秋
に
当
り
、
曾
我
・
原
田
両
氏
今
度
下
り
に
相
成
候
処
、

今
日
省
中
之
取
計
振
に
付
而
も
衆
人
不
服
物
議
を
生
し
、
密
に
彼
是
沸
騰
仕
候
、
拙
生
え
は
日
々
朝
夕
に
数
人
来
り
、
如
何
之
心
得
な
そ
申

　
（
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来
り
、
当
今
実
に
難
渋
﹂
と
大
阪
の
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、
東
京
の
兵
部
省
に
出
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
現
在
大
阪

に
滞
在
中
の
桜
井
直
養
を
﹁
当
阪
地
に
被
召
遣
候
方
奉
強
願
候
﹂
と
要
請
し
、
も
し
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
は
大
丞
の
山
田
を
﹁
至
急
に
御

下
し
奉
願
度
候
﹂
と
述
べ
、
こ
の
ど
ち
ら
も
聞
き
届
け
ら
れ
な
け
れ
ば
﹁
拙
生
一
日
も
当
地
に
難
相
勤
﹂
く
、﹁
此
様
子
で
は
大
に
開
業
は

六
カ
敷
﹂
と
窮
状
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
桜
井
は
、
か
つ
て
長
州
藩
諸
隊
の
一
つ
﹁
集
義
隊
﹂
の
総
管
と
し
て
勇
名
を
馳
せ
、
新
政
府

で
は
軍
務
官
権
判
事
を
務
め
た
人
物
で
あ
り
、
山
田
と
と
も
に
山
口
藩
兵
に
影
響
力
を
行
使
で
き
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
、
久
我
書
簡
で
述
べ
ら
れ
た
﹁
衆
人
﹂
と
は
原
田
ら
に
不
満
を
持
つ
山
口
藩
出
身
の
屯
所
兵
隊
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

久
我
の
要
請
を
受
け
た
前
原
は
、
同
月
二
九
日
に
山
田
に
対
し
﹁
老
兄
に
は
一
日
も
速
に
浪
華
え
御
出
被
成
候
事
上
策
と
奉
存
候（

80
）﹂

と
書

簡
を
送
り
、
山
田
の
下
阪
の
必
要
を
認
め
、
同
年
四
月
二
二
日
に
は
﹁
浪
華
之
近
況
承
知
仕
候
、
付
而
は
先
日
来
申
上
候
通
、
老
兄
一
度
速

に
御
西
下
有
之
度
奉
存
候
処
、
老
兄
御
西
下
に
相
成
候
而
は
、
本
省
一
日
も
不
相
済
段
船
越
、
三
宮
輩
之
見
込
に
有
之
、
故
に
桜
井
慎
平
え

被
命
度
申
議
論
に
御
座
候
、
然
処
陸
軍
成
立
根
本
之
基
礎
、
慎
平
輩
に
而
相
立
候
様
浅
薄
な
る
考
如
何
に
も
不
得
其
意
、
且
方
今
之
勢
に
而

万
一
浪
華
局
中
波
乱
を
生
し
、
吏
人
進
進
学
生
躊
躇
等
之
姿
有
之
候
而
は
、
実
に
黒
田
輩
之
取
笑
い
候
の
み
な
ら
す
、
従
而
朝
廷
に
も
疑
を

生
候
様
可
立
至
も
実
に
懸
念
仕
候
、
何
分
御
高
考
有
之
度
奉
存
候
﹂
と
、
大
阪
の
状
況
を
沈
静
さ
せ
る
に
は
桜
井
で
は
不
足
で
あ
り
、
ま
た

事
態
を
放
置
す
れ
ば
黒
田
ら
大
阪
兵
学
寮
に
批
判
的
な
勢
力
の
笑
い
も
の
に
な
る
と
し
て
、
山
田
に
改
め
て
下
阪
を
促
し
た
。
こ
う
し
て
、

山
田
は
同
年
五
月
二
日
に
兵
部
卿
有
栖
川
宮
熾
仁
親
王
か
ら
出
張
辞
令
を
受
け（

81
）、

同
月
中
旬
に
は
大
阪
兵
部
省
に
入
っ
た（

82
）の

で
あ
る
。

　

下
阪
後
、
山
田
は
す
ぐ
に
屯
所
兵
隊
と
原
田
・
揖
斐
の
両
者
の
言
い
分
を
聞
き
周
旋
に
乗
り
出
し
た
。
山
田
が
大
阪
入
り
し
た
後
は
、
揖

斐
や
教
導
隊
に
よ
る
屯
所
兵
隊
や
青
年
舎
生
徒
に
対
す
る
監
督
も
幾
分
緩
や
か
に
な
っ
た
と
見
え
、
同
年
六
月
一
四
日
付
山
田
宛
船
越
衛
書

簡
に
﹁
林
権
少
丞
よ
り
も
報
知
有
之
、
老
台
（
引
用
者
註
：
山
田
）
御
着
後
兵
隊
病
人
も
相
減
、
大
基
礎
相
立
、
従
是
百
事
可
相
挙
と
誠
に

大
慶
申
越
候（

83
）﹂

あ
る
よ
う
に
、
先
に
﹁
風
聞
書
﹂
に
お
い
て
﹁
病
と
称
し
て
病
院
に
入
る
も
の
一
時
三
四
十
人
に
至
る
﹂
と
述
べ
ら
れ
た
青

　
（
一
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年
舎
の
状
況
も
改
善
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
屯
所
兵
隊
の
処
分
は
原
田
ら
に
よ
っ
て
す
で
に
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、

山
田
が
揖
斐
を
同
年
八
月
一
〇
日
に
三
日
間
の
謹
慎
処
分
に
付
し
、
事
態
を
収
拾
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
阪
兵
学
寮
は
、
外
に
大
久
保
派
と
の
対
立
、
内
に
教
官
同
士
・﹁
兵
学
寮
之
生
徒
﹂
同
士
の
対
立
の
中
、
様
々
な
困
難

を
一
つ
ず
つ
乗
り
越
え
な
が
ら
操
業
さ
れ
、
大
島
義
昌（

84
）や

大
久
保
春
野（

85
）、

児
玉
源
太
郎（

86
）な

ど
後
の
陸
軍
の
中
核
と
な
る
人
材
を
養
成
し
て
い

っ
た
。
中
で
も
兵
学
寮
創
業
時
に
お
け
る
教
導
隊
の
存
在
は
大
き
く
、
そ
の
内
訳
は
大
半
が
山
口
藩
出
身
者
を
占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
後

に
﹁
長
の
陸
軍
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
な
る
人
材
の
核
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

兵
部
省
大
阪
出
張
所
は
廃
藩
置
県
後
の
明
治
四
年
十
月
九
日
を
も
っ
て
廃
せ
ら
れ
、
同
年
十
二
月
八
日
教
導
隊
も
東
京
に
移
さ
れ
教
導
団

と
改
称
さ
れ
た
。
そ
の
二
日
後
に
は
兵
学
寮
も
東
京
に
移
転
さ
れ
、
陸
軍
創
業
の
拠
点
と
し
て
の
大
阪
の
役
割
は
終
わ
り
を
告
げ
た
。

　

大
村
益
次
郎
や
そ
の
遺
策
派
が
上
下
士
官
の
養
成
を
積
極
的
に
進
め
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
当
時
の
軍
事
関
係
予
算
の
制
約
に
よ
る
も
の
も

あ
ろ
う（

87
）が

、
直
接
的
に
は
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
明
治
二
年
六
月
の
兵
制
論
争
に
お
い
て
、
兵
制
そ
の
も
の
の
確
定
が
凍
結
さ
れ
て
い
た

点
が
大
き
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
実
際
に
士
官
を
養
成
し
て
お
く
こ
と
で
、
低
予
算
の
内
に
将
来
の
﹁
農
兵
﹂
徴
募
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き

る
と
の
展
望
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
兵
学
寮
で
行
わ
れ
た
仏
式
の
調
練
で
は
、
兵
士
の
評
価
は
体
力
や
体
操
の
技
量
が
重
き
を

な
し
て
お
り
、
寮
内
で
は
軍
隊
と
し
て
の
新
し
い
階
級
秩
序
が
徹
底
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
と
封
建
的
身
分
秩
序
は
本
質
的
に
相
容
れ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
意
味
必
然
的
に
屯
所
兵
隊
の
脱
退
や
騒
動
を
招
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
式
の
導
入
は
武
士
の

軍
務
専
行
主
義
を
否
定
し
、
将
来
の
徴
兵
制
に
よ
る
近
代
軍
隊
の
建
設
に
つ
な
が
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
一
一
四
〇
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大
阪
兵
学
寮
の
建
設
・
操
業
に
お
い
て
は
困
難
の
連
続
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
兵
制
・
兵
式
統
一
に
向
け
た
様
々
な
施
策
が
決
定
さ

れ
た
。
明
治
三
年
二
月
二
〇
日
、
兵
部
省
は
各
藩
に
﹁
兵
制
は
天
下
一
途
に
無
之
而
は
不
相
叶
は
勿
論
の
儀
に
付
、
先
般
兵
学
寮
被
設
置
、

近
々
各
藩
え
も
入
寮
被
差
許
、
一
定
之
制
式
に
相
帰
候
様
御
運
び
相
成
候
得
共
、
即
今
常
備
之
処
、
編
隊
員
数
別
紙
之
通
り
御
規
則
被
相
定

候
、
此
段
相
達
候
事（

88
）﹂

と
伝
達
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
別
紙（

89
）に

は
﹁
一　

歩
兵
隊　

六
十
名
を
以
て
一
小
隊
と
す
。
二
小
隊
を
以
て
一
中
隊

と
す
。
五
中
隊
を
以
て
一
大
隊
と
す
。﹂
と
編
制
に
つ
い
て
定
め
、﹁
一　

兵
士
年
齢
は
十
八
歳
よ
り
三
十
七
歳
迄
た
る
へ
き
事
﹂
と
兵
卒
素

材
の
均
質
化
を
図
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、﹁
練
兵
式
之
儀
は
先
つ
是
迄
相
用
来
候
式
に
て
不
苦
候
事
﹂
と
し
て
、
兵
式
に
つ
い
て
の
強
制

は
し
て
い
な
い
よ
う
な
文
言
に
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
は
中
隊
を
組
織
す
る
兵
式
は
仏
式
で
あ
り
、
こ
の
達
は
言
外
に
各
藩
に
仏

式
へ
の
移
行
を
指
示
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
点
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
兵
学
寮
の
実
績
を
元
に
、
明
治
三
年
一
〇
月
二
日
に
は
、
兵
部
省
は
各
藩
に
﹁
兵
制
の
儀
は
皇
国
一
般
之
法
式
可
被
為
立
候
得
共
、

今
般
常
備
兵
員
被
定
候
に
付
て
は
、
海
軍
は
英
吉
利
式
、
陸
軍
は
仏
蘭
西
式
を
斟
酌
御
編
制
相
成
候
条
。
先
つ
藩
々
に
於
て
陸
軍
は
仏
蘭
西

式
を
目
的
と
し
、
漸
を
以
て
編
制
相
改
候
様
被
仰
付
候
事（

90
）﹂

と
仏
式
統
一
の
達
を
出
す
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
、
兵
部
省
が
各
府
藩
県
に
対

し
﹁
徴
兵
規
則
﹂
を
下
令
し
、﹁
前
途
兵
制
一
変
全
国
募
兵
之
御
目
的
に
候
処
、（
中
略
）
士
族
卒
庶
人
に
不
拘
身
体
強
壮
に
し
て
兵
卒
の
任

に
堪
へ
き
者
を
撰
み
一
万
石
に
五
人
つ
ゝ
大
阪
出
張
兵
部
省
へ
可
差
出
候
事（

91
）﹂

と
、
徴
兵
の
一
部
実
施
に
踏
み
切
る
の
は
同
年
一
一
月
一
三

日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（
1
） 　

内
閣
記
録
局
編
﹃
法
規
分
類
大
全　

兵
制
門
一
﹄（
原
書
房
、
一
九
八
八
年
、
但
し
複
刻
原
本
は
一
八
九
〇
年
）
二
二
～
三
頁
。

（
2
）　

日
本
大
学
大
学
史
編
纂
室
編
﹃
山
田
伯
爵
家
文
書　

二
﹄（
日
本
大
学
、
一
九
九
一
年
）
四
〇
～
一
頁
。

（
3
）　

村
田
峰
次
郎
﹃
大
村
益
次
郎
先
生
事
蹟
﹄（
マ
ツ
ノ
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
但
し
複
刻
原
本
は
一
九
一
九
年
）
二
〇
三
頁
所
収
、
船
越
衛
の
回
顧
談
。

（
4
）　

拙
稿
﹁
大
村
益
次
郎
の
建
軍
構
想―

﹃
一
新
之
名
義
﹄
と
仏
式
兵
制
と
の
関
連
を
中
心
に―
﹂（﹃
軍
事
史
学
﹄
第
四
二
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
六
年
）
二
四
頁
。

　
（
一
一
四
一
）



大
村
益
次
郎
の
遺
策
の
展
開

�

五
七
二

同
志
社
法
学　

五
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二
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（
5
）　

村
田
﹃
大
村
益
次
郎
先
生
事
蹟
﹄
一
九
三
頁
。

（
6
）　

同
右
、
二
〇
二
頁
。

（
7
）　

曾
我
祐
準
﹃
曾
我
祐
準
翁
自
叙
伝
﹄（
曾
我
祐
準
翁
自
叙
伝
刊
行
会
、
一
九
三
〇
年
）
二
〇
三
～
四
頁
。

（
8
）　

日
本
史
籍
協
会
編
﹃
木
戸
孝
允
文
書　

八
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
、
但
し
複
刻
原
本
は
一
九
三
一
年
）
二
六
頁
。

（
9
）　

藤
村
道
生
﹃
山
県
有
朋
﹄（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）
三
九
頁
。

（
10
）　

松
下
芳
男
﹃
明
治
軍
制
史
論　

上
﹄（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
）
六
〇
頁
な
ど
。

（
11
）　

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
﹃
岩
倉
文
書
﹄
明
治
二
年
雑
件
。

（
12
）　

曾
我
﹃
曾
我
祐
準
翁
自
叙
伝
﹄
二
〇
二
頁
。

（
13
）　

同
右
。

（
14
）　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
﹃
太
政
類
典
﹄
第
一
篇
、
第
一
〇
六
巻
、
一
七
号
文
書
。

（
15
）　

渡
辺
幾
治
郎
﹃
皇
軍
建
設
史
﹄（
共
立
出
版
、
一
九
四
四
年
）
四
三
頁
所
引
（﹁
太
政
官
日
誌
﹂）。

（
16
）　

山
崎
正
男
﹃
陸
軍
士
官
学
校
﹄（
秋
元
書
房
、
一
九
七
〇
年
）
三
〇
頁
。

（
17
）　

日
本
大
学
編
刊
﹃
山
田
顕
義
伝
﹄（
一
九
六
三
年
）
三
六
九
頁
。

（
18
）　

村
田
﹃
大
村
益
次
郎
先
生
事
蹟
﹄
二
三
八
～
二
三
九
頁
。

（
19
）　

松
下
芳
男
﹃
改
訂
明
治
軍
制
詩
論　

上
﹄（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
）
四
九
頁
。

（
20
）　

丹
潔
編
﹃
大
村
益
次
郎
﹄（
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
九
九
年
）
七
六
二
～
七
六
三
頁
。
た
だ
、
宇
野
俊
一
﹃
桂
太
郎
﹄（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
）
一
九
頁
に
よ

る
と
、
大
村
は
桂
が
東
京
に
着
い
て
ま
も
な
く
死
去
し
て
お
り
、
す
で
に
定
員
を
充
足
し
て
い
た
語
学
所
へ
の
入
学
に
あ
た
っ
て
推
薦
状
を
書
い
た
の
は
同
郷
の
広

澤
真
臣
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
21
）　

吉
野
作
造
編
﹃
明
治
文
化
全
集　

二
三　

軍
事
編
・
交
通
編
﹄
一
二
二
頁
。

（
22
）　

内
訳
は
、
山
口
藩
一
三
名
、
岩
国
藩
四
名
、
徳
山
藩
一
名
、
岡
山
藩
五
名
、
広
島
藩
二
名
、
柳
河
藩
二
名
、
高
知
藩
二
名
、
鹿
児
島
藩
一
名
、
松
江
藩
一
名
、
浜

松
藩
一
名
、
鴨
方
藩
一
名
、
公
卿
二
名
で
あ
り
、
長
州
出
身
者
が
過
半
数
を
占
め
て
い
る
。

（
23
）　

大
鳥
圭
介
述
／
中
村
蕭
村
編
﹃
幕
末
実
戦
史
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年
、
但
し
複
刻
原
本
は
一
九
一
一
年
）

（
24
）　

官
板
、（
和
泉
屋
市
兵
衛
・
須
原
屋
茂
兵
衛
）
和
装
、
袋
絲
綴
、
タ
テ
八
・
五
糎
、
ヨ
コ
一
八
糎
。

　
（
一
一
四
二
）
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（
25
）　

拙
稿
﹁
大
村
益
次
郎
の
建
軍
構
想
﹂
三
六
頁
。

（
26
）　

日
本
史
籍
協
会
編
﹃
大
久
保
利
通
文
書　

三
﹄（
マ
ツ
ノ
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
但
し
複
刻
原
本
は
一
九
二
八
年
）
三
二
三
頁
。

（
27
）　

村
田
﹃
大
村
益
次
郎
先
生
事
蹟
﹄
一
九
七
～
二
〇
一
頁
。

（
28
）　

同
右
、
二
〇
〇
頁
。

（
29
）　

日
本
史
籍
協
会
編
﹃
大
久
保
利
通
文
書　

三
﹄
三
二
三
頁
。

（
30
）　

千
田
稔
﹃
維
新
政
権
の
直
属
軍
隊
﹄（
開
明
書
院
、
一
九
七
八
年
）
四
九
頁
。

（
31
）　

国
立
公
文
書
館
所
蔵
﹃
太
政
類
典
﹄
第
一
篇
、
第
一
一
四
巻
、
五
号
文
書
。
な
お
、
吉
野
作
造
編
﹃
明
治
文
化
全
集　

二
三　

軍
事
編
・
交
通
編
﹄（
日
本
評
論
社
、

一
九
三
〇
年
）
一
二
一
頁
や
丹
潔
編
﹃
大
村
益
次
郎
﹄（
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
九
九
年
、
但
し
複
刻
原
本
は
一
九
四
四
年
）
七
六
七
～
八
な
ど
で
は
、
こ
れ
を
大
村
の

建
軍
プ
ラ
ン
と
見
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

（
32
）　

日
本
史
籍
協
会
編
﹃
大
久
保
利
通
文
書　

三
﹄
二
八
三
頁
。

（
33
）　

日
本
史
籍
協
会
編
﹃
木
戸
孝
允
日
記　

一
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五
年
、
但
し
複
刻
原
本
は
一
九
三
二
年
）
二
六
四
頁
。

（
34
）　

妻
木
忠
太
﹃
前
原
一
誠
伝
﹄（
積
文
館
、
一
九
四
四
年
）
七
五
三
頁
。

（
35
）　

日
本
史
籍
協
会
編
﹃
大
久
保
利
通
文
書　

二
﹄（
マ
ツ
ノ
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
但
し
複
刻
原
本
は
一
九
二
七
年
）
四
四
八
～
四
四
九
頁
。

（
36
）　

吉
野
作
造
編
﹃
明
治
文
化
全
集　

一　

憲
政
編
﹄（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
〇
年
）
一
七
八
頁
。

（
37
）　

妻
木
﹃
前
原
一
誠
伝
﹄
七
六
〇
頁
。

（
38
）　

日
本
史
籍
協
会
編
﹃
大
久
保
利
通
文
書　

三
﹄
二
九
九
頁

（
39
）　

日
本
史
籍
協
会
編
﹃
広
澤
眞
臣
日
記
﹄（
マ
ツ
ノ
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
二
五
六
頁
。

（
40
）　

日
本
史
籍
協
会
編
﹃
大
久
保
利
通
日
記　

二
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
、
但
し
複
刻
原
本
は
一
九
二
七
年
）
七
〇
頁
。

（
41
）　

日
本
史
籍
協
会
編
﹃
大
久
保
利
通
文
書　

三
﹄
三
三
三
頁
。

（
42
）　

同
右
、
三
三
二
頁
。

（
43
）　

妻
木
﹃
前
原
一
誠
伝
﹄
七
六
一
～
五
頁
。

（
44
）　

拙
稿
﹁
大
村
益
次
郎
の
建
軍
構
想
﹂
二
四
頁
。

（
45
）　

同
右
、
三
二
～
三
頁
。

　
（
一
一
四
三
）
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（
46
）　

日
本
大
学
大
学
史
編
纂
室
編
﹃
山
田
伯
爵
家
文
書　

一
﹄（
日
本
大
学
、
一
九
九
一
年
）
一
三
三
～
四
頁
。

（
47
）　

村
田
﹃
大
村
益
次
郎
先
生
事
蹟
﹄
一
九
三
頁
。

（
48
）　

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
﹃
岩
倉
家
蔵
書
類
﹄
明
治
三
年
雑
件
。

（
49
）　

曾
我
﹃
曾
我
祐
準
翁
自
叙
伝
﹄
二
〇
七
頁
。

（
50
）　

村
田
﹃
大
村
益
次
郎
先
生
事
蹟
﹄
二
三
九
頁
所
収
、
曾
我
祐
準
の
回
想
。

（
51
）　

安
保
清
康
﹃
男
爵
安
保
清
康
自
叙
伝
﹄（
三
協
印
刷
、
一
九
一
九
年
）
三
一
頁
。

（
52
）　

曾
我
﹃
曾
我
祐
準
翁
自
叙
伝
﹄
二
〇
一
～
二
頁
。

（
53
）　

同
右
、
二
〇
三
頁
。

（
54
）　

大
山
梓
編
﹃
山
県
有
朋
意
見
書
﹄（
原
書
房
、
一
九
六
六
年
）
所
収
、
山
県
有
朋
監
修
﹁
陸
軍
省
沿
革
史
﹂（
原
本
は
一
九
〇
五
年
）
四
四
頁
。

（
55
）　

千
田
﹃
維
新
政
権
の
直
属
軍
隊
﹄
四
四
頁
で
は
﹁
大
島
萬
兵
衛
（
貞
謙
）
と
大
島
貞
薫
と
の
関
係
を
見
る
と
、（
中
略
）
恐
ら
く
両
人
は
血
縁
関
係
を
も
ち
、
幕
末

以
来
、
旗
本
小
出
播
磨
守
の
家
来
（﹃
公
文
録
﹄
士
大
夫
之
部
二
︹
明
治
二
年
︺
二
四
号
文
書
︹
国
立
公
文
書
館
所
蔵
︺）
と
し
て
洋
式
兵
学
を
共
有
し
て
き
た
間
柄

で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。﹂
と
あ
り
、
柳
生
悦
子
﹃
史
話
ま
ぼ
ろ
し
の
陸
軍
兵
学
寮
﹄（
六
興
出
版
、
一
九
八
三
年
）
一
一
三
頁
で
は
﹁
万
兵
衛
貞
謙
は
京

都
兵
学
所
に
お
い
て
大
島
貞
薫
の
上
司
で
あ
り
、
名
前
か
ら
い
っ
て
お
そ
ら
く
近
親
者
で
あ
ろ
う
。﹂
と
あ
る
。
ま
た
、
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
﹃
中
御
門

家
文
書　

下
巻
﹄（
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
、
一
九
六
五
年
）
三
九
六
頁
で
も
、﹁
大
島
貞
謙
（
萬
兵
衛
）・
貞
薫
に
つ
い
て
は
、
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
と
も

に
旧
幕
府
陸
軍
の
官
僚
で
あ
つ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
明
治
維
新
後
と
も
に
軍
務
官
の
﹃
学
校
教
授
方
﹄
に
任
ぜ
ら
れ
た
大
島
萬
次
郎
・
大
島
恭
次
郎
と
同
人
で
あ

ろ
う
﹂
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
間
違
い
で
あ
り
、
貞
謙
と
貞
薫
は
同
一
人
物
で
あ
り
、﹁
恭
次
郎
﹂
は
彼
の
次
男
貞
恭
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
た

の
は
、
大
島
の
名
前
の
変
更
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
当
時
の
大
阪
兵
学
寮
に
お
け
る
諸
官
の
名
称
が
あ
ま
り
徹
底
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
歴
史
家
の
混
乱

が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
明
治
三
年
七
月
二
八
日
に
は
﹁
兵
部
省
陸
軍
条
例
﹂
が
出
さ
れ
、
例
え
ば
中
教
授
以
上
は
武
官
が
兼
任
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
諸

官
の
名
称
と
格
が
定
め
ら
れ
た
が
、
実
際
に
は
兵
学
寮
で
教
授
で
き
る
よ
う
な
武
官
は
少
な
く
、
官
名
は
曖
昧
の
ま
ま
に
な
っ
た
。
こ
の
年
の
九
月
に
大
島
が
兵
部

大
丞
山
田
顕
義
に
提
出
し
た
建
言
書
に
も
旧
官
名
で
あ
る
﹁
兵
学
允
﹂
と
の
署
名
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
56
）　

原
著
は
、R

eglem
en

t op
 d

e ex
ercitien

 en
 m

a
n

oeu
veres va

n
 d

e in
fa

n
terie, 3d

e d
eel B

a
ttillon

sch
ool 

：
歩
兵
の
訓
練
法
と
演
習
に
つ
い
て
の
規
則
、

第
三
巻
、
中
隊
の
訓
練
（’s G

ravenhage :van C
leef, 1832

）

（
57
）　

原
著
は
、V

oorsch
rift voor d

e bed
izen

in
g va

n
 h

et veld
gesh

u
t, eerste ged

eelte, ka
n

on
n

ierssch
ool

：
野
戦
砲
の
操
作
に
関
す
る
教
則
、
第
一
巻
、
砲

　
（
一
一
四
四
）



大
村
益
次
郎
の
遺
策
の
展
開

�

五
七
五

同
志
社
法
学　

五
九
巻
二
号

手
の
訓
練
（B

reda: B
roese 

＆ C
om

p, 1856

）

（
58
）　

松
下
芳
男
﹃
明
治
軍
制
史
論　

上
﹄（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
八
年
）
二
五
三
頁
。

（
59
）　

大
植
四
郎
編
﹃
明
治
過
去
帳
﹄（
東
京
美
術
、
一
九
七
一
年
、
但
し
複
刻
原
本
は
一
九
三
五
年
）
五
三
六
頁
。

（
60
）　

井
上
清
﹃
新
版　

日
本
の
軍
国
主
義
Ⅰ　

天
皇
制
軍
隊
の
形
成
﹄（
現
代
評
論
社
、
一
九
七
五
年
）
五
九
頁
。

（
61
）　

早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
﹃
中
御
門
家
文
書　

下
巻
﹄
八
四
～
九
頁
。

（
62
）　

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
﹃
三
条
家
文
書
﹄
所
収
。

（
63
）　

同
右
、
九
五
頁
。

（
64
）　

村
田
﹃
大
村
益
次
郎
先
生
事
蹟
﹄
一
九
〇
～
三
頁
。

（
65
）　

蘭
式
か
ら
仏
式
へ
の
転
換
に
お
い
て
は
、
さ
し
た
る
問
題
が
な
か
っ
た
。
実
際
、
操
練
に
用
い
る
教
範
に
お
い
て
両
者
の
差
異
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ

と
い
う
の
も
、
蘭
式
と
い
う
の
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
後
に
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
っ
た
大
陸
型
の
兵
式
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
も
の
は
徴
兵
制
に
基
づ
く
兵
制
で
あ
っ
た
。
幕
末
維
新
期
の
﹁
兵
式
﹂
に
つ
い
て
は
、
淺
川
道
夫
﹁
維
新
建

軍
期
に
お
け
る
﹃
兵
式
﹄
問
題
﹂（﹃
軍
事
史
学
﹄
第
四
二
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
六
年
）
に
詳
し
い
。

（
66
）　

村
田
﹃
大
村
益
次
郎
先
生
事
蹟
﹄
二
三
六
頁
。

（
67
）　

梅
渓
昇
﹃
日
本
近
代
化
の
諸
相
﹄（
思
文
閣
出
版
、
一
四
一
～
五
一
頁
所
収
。

（
68
）　

柳
生
﹃
史
話
ま
ぼ
ろ
し
の
陸
軍
兵
学
寮
﹄
一
四
～
九
頁
所
収
。
こ
の
史
料
は
も
と
海
軍
中
将
中
牟
田
倉
之
助
所
蔵
の
文
書
で
あ
り
、
明
治
初
年
の
海
軍
兵
学
寮
制

と
の
一
日
を
活
写
し
た
文
書
と
さ
れ
て
い
た
が
。
し
か
し
、
柳
生
氏
の
再
調
査
の
結
果
、
こ
れ
は
大
阪
の
陸
軍
兵
学
寮
青
年
舎
の
生
徒
が
寮
内
の
様
子
を
書
い
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
。

（
69
）　

兵
学
寮
の
教
育
は
仏
式
に
倣
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
仏
式
の
特
徴
は
と
い
う
と
、
体
力
的
に
丈
夫
な
兵
士
を
養
成
し
て
お
く
こ
と
を
前
提
と
す
る
、
本
格
的
な
﹁
軽

歩
兵
﹂
の
訓
練
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
調
練
に
お
い
て
は
、
自
然
兵
士
の
評
価
は
体
力
や
体
操
の
技
量
が
重
き
を
な
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
70
）　

因
み
に
﹁
風
聞
書
﹂
で
は
、
明
治
三
年
四
月
に
各
藩
か
ら
の
﹁
依
願
入
学
﹂
に
よ
る
生
徒
が
入
っ
た
教
育
機
関
を
﹁
青
年
学
舎
﹂
と
呼
び
、
事
実
上
同
じ
も
の
で

あ
る
﹁
兵
学
寮
﹂
と
区
別
し
て
い
る
が
、
同
様
の
区
別
は
明
治
三
年
九
月
の
山
田
宛
大
島
建
言
書
（
早
稲
田
大
学
社
会
科
学
研
究
所
編
﹃
中
御
門
家
文
書　

下
巻
﹄
九

九
頁
）
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。

（
71
）　

柳
生
氏
は
、﹁
青
年
舎
夢
之
記
﹂
は
明
治
四
年
三
月
頃
に
菊
間
藩
か
ら
の
貢
進
生
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
（
一
一
四
五
）



大
村
益
次
郎
の
遺
策
の
展
開

�

五
七
六

同
志
社
法
学　

五
九
巻
二
号

（
72
）　

京
都
兵
学
校
、
一
八
六
八
年
。

（
73
）　

原
著
は
、C

. M
. H

 .P
el H

a
n

d
leid

in
g tot d

e ken
n

is d
er versterkin

gsku
n

st, ten
 d

ien
ste va

n
 on

d
er―officieren

 

：
下
士
官
用
の
要
塞
技
術
に
関
す
る

知
識
の
手
引
き
書
（’s H

ertogenbosch: G
ebroeders M

uller, 1852

）。

（
74
）　

曾
我
﹃
曾
我
祐
準
翁
自
叙
伝
﹄
二
〇
三
頁
。

（
75
）　

史
談
会
編
﹃
史
談
会
速
記
録　

合
本
二
五
﹄（
原
書
房
、
一
九
七
三
年
）
所
収
、
田
島
応
親
﹁
幕
府
以
降
軍
制
革
遷
の
事
実
﹂
三
三
六
頁
。

（
76
）　

淺
川
﹁
維
新
建
軍
期
に
お
け
る
﹃
兵
式
﹄
問
題
﹂（﹃
軍
事
史
学
﹄
第
四
二
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
六
年
）
一
六
頁
。

（
77
）　

日
本
史
籍
協
会
編
﹃
谷
干
城
遺
稿　

一
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
、
但
し
複
刻
原
本
は
一
九
一
二
年
）
四
一
二
頁
。

（
78
）　

同
右
、
二
二
一
頁
。

（
79
）　

妻
木
﹃
前
原
一
誠
伝
﹄
八
〇
四
～
五
頁
所
収
。

（
80
）　

日
本
大
学
大
学
史
編
纂
室
編
﹃
山
田
伯
爵
家
文
書　

一
﹄
一
五
一
頁
。

（
81
）　

日
本
史
籍
協
会
編
﹃
熾
仁
親
王
日
記
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
）
二
八
〇
頁
。

（
82
）　

日
本
大
学
大
学
史
編
纂
室
編
﹃
山
田
伯
爵
家
文
書　

一
﹄
二
〇
頁
。

（
83
）　

同
右
、
一
〇
頁
。

（
84
）　

明
治
三
年
四
月
、
兵
学
寮
青
年
舎
入
学
。
後
、
関
東
都
督
・
軍
事
参
議
官
・
第
三
師
団
長
等
を
歴
任
、
陸
軍
大
将
正
二
位
勲
一
等
功
二
級
子
爵
。

（
85
）　

明
治
三
年
五
月
、
兵
学
寮
幼
年
舎
入
学
。
後
、
朝
鮮
駐
剳
軍
司
令
官
・
第
三
師
団
長
・
第
六
師
団
長
等
を
歴
任
、
陸
軍
大
将
従
二
位
勲
一
等
功
二
級
男
爵
。

（
86
）　

河
東
操
練
所
を
経
て
明
治
二
年
十
一
月
、
兵
学
寮
教
導
隊
に
入
隊
。
第
三
師
団
長
・
台
湾
総
督
・
参
謀
総
長
等
を
歴
任
。
陸
軍
大
将
勲
一
等
功
一
級
伯
爵
。

（
87
）　

曾
我
﹃
曾
我
祐
準
翁
自
叙
伝
﹄
二
〇
七
頁
。

（
88
）　

内
閣
記
録
局
﹃
法
規
分
類
大
全　

兵
制
門
一
﹄
二
四
頁
。

（
89
）　

同
右
、
二
五
頁
。

（
90
）　

同
右
、
三
二
頁
。

（
91
）　

同
右
、
三
五
頁
。

　
（
一
一
四
六
）


